
古
代
建
築

の
上
部
構
造

岡

田

英

男

近
年
建
築
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
全
国
各
地
で
進
め
ら
れ
、
建
築
史
上
に
も
重
要

な
遺
跡
が
次
々
と
発
見
さ
れ
、
図
面

・
模
型
あ
る
い
は
実
物
に
よ
る
再
現
が
試
み

ら
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
で
解
明
さ
れ
る

の
は
、
建
物
の
配
置

・
平
面

・
柱
径
あ

る
い
は
基
礎

・礎
石
・同
据
付
痕
・側
溝
な
ど

の
遺
構
や
、
地
鎮
具

・
瓦

・
土
器

・

木
簡
な
ど
の
遺
物
で
、
建
築
部
材
の

一
部
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
遺
跡
に
建

っ
て
い
た
建
物
が
ど
の
よ
う
な
構
造

・
意
匠
を
持

っ
て
い
た
か
は

直
接
明
ら
か
に
出
来
な
い
。

弥
生
～
古
墳
時
代
の
堅
穴
住
居

・
高
床
倉
庫
な
ど
で
は
そ
の
構
造
が
推
定
さ
れ
、

実
際
に
各
地
で
復
原
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
宮
殿

・
官
衙
の
建
物
な
ど
の
復
原

も
進
め
ら
れ
、
平
城
宮
の
朱
雀
門

・
大
極
殿
に
つ
い
て
も
復
原
計
画
が
進
ん
で
い

る
。遺

構
復
原
に
つ
い
て
は
発
見
部
材
が
あ
れ
ば
こ
れ
が
基
準
と
な
る
が
、
現
存
す

る
古
代
の
建
築
遺
構
に
見
ら
れ
る
古

い
技
法

を
中
心
と
し
て
、
伝
統
的
形
式
を
伝

え
る
と
考
え
ら
れ
る
古
式
の
神
社
建
築
、
家
型
埴
輪
や
家
屋
文
鏡
な
ど
の
建
築
を

表
現
し
た
遺
物
、
ま
た
は
記
録
に
よ
り
推
定

さ
れ
る
建
築
手
法
等
が
参
考
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
多
く
は
詳
細
な
考
察
の
う
え
に
復
原
さ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
現
存
建
物
あ
る
い
は
そ
の
前
身
建
物
や
転
用
古
材
に
よ
っ
て
判

明
す
る
建
築
構
造
の
う
ち
、
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
て
桁
か
ら
上
方
の
棟
木
に
及

ぶ
屋
根
裏
部
分
の
小
屋
組
構
…造
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
建
物
推
定
復
原
の
根
拠

を
固
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
構
造
と
し
て
は
二
重
虹
梁
募
股
、

二
重
虹
梁
斗
、
叉
首

・
合
掌
組
等
各
種
の
手
法
が
あ
る
。
ま
ず
遺
構
に
見
ら
れ
る

各
手
法
に
つ
い
て
順
次
述
べ
る
。

二
重
虹
梁
墓
股

法
隆
寺
経
蔵

桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
切
妻
造
、
楼
造
の
奈
良
時
代
唯

一
の
遺

構
で
、
上
層
柱
は
別
に
立
て
る
。
妻
飾

・
内
部
と
も
二
重
虹
梁
募
股
で
上
層
梁
間

二
間
に
大
虹
梁
を
架
け
、
妻
虹
梁
は
中
央
を
柱

・
大
斗
で
受
け
る
が
中
間
は
持
放

し
と
し
、
大
虹
梁
に
墓
股
を
置

い
て
二
重
虹
梁
を
架
け
、
両
端
に
三
斗
を
組
ん
で

母
屋
桁
を
受
け
、
二
重
虹
梁
中
央
に
募
股
を
置
き
、
平
三
斗
で
棟
木
を
受
け
る
も

の
で
あ
る
。
墓
股
の
形
は
簡
略
古
風
で
、
唐
招
提
寺
講
堂
、
坂
田
寺
廻
廊
発
見
の

一1一
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図1法 隆寺経蔵側面図
『奈良県文化財全集』

図2法 隆寺経蔵梁行 断面 図
『奈良県文化財全集』

も
の
と
類
似
す
る
。
天
平
十
九
年

(七
四
七
)
の

『法
隆
寺
縁
起

井
流
記
資
財

帳
』
に
見
え
る
楼
弍
口
の

「
一
口
経
楼

長
三
丈

一
尺

広

一
丈
八
尺
」
に
当
る

(
1
)

奈
良
時
代
初
期

の
建
物
で
あ
る
。

法
隆
寺
東
院
伝
法
堂

東
院
創
立
に
当
た
り
橘
夫
人
宅
か
ら
施
入
さ
れ
た
。
も
と

平
城
京
内
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
桁
行
五
間
、
梁
間
四
間
、

一
方
の
妻
側
に
桟

敷
付

の
住
宅
系
建
物
を
移
築
し
て
桁
行
七
間
と
し
た
。
切
妻
造
で
妻
飾

・
内
部
と

も
二
重
虹
梁
募
股
。
両
妻
は
中
央
に
柱
が
た
ち
、
大
斗
で
大
虹
梁
を
受
け
る
こ
と

は
前
項
と
同
様
で
あ
る
。
側
桁

・
入
側
桁
の
中
間
に
も
繋
虹
梁
上
に
慕
股
を
置
い

(2

)

て
母
屋
桁
を
通
す
。
奈
良
時
代
の
二
重
虹
梁
募
股
の
代
表
的
な
遺
構
で
あ
る
。

法
隆
寺
東
院
伝
法
堂
前
身
建
物

『資
財
帳
』
に
よ
る
と
橘
夫
人
宅
を
施
入
さ
れ

た
と
伝
え
て
い
る
が
、
昭
和

一
三
～

一
七
年
度

の
解
体
修
理
の
際
の
綿
密
な
調
査

に
よ
っ
て
移
建
が
確
認
さ
れ
、
移
建
前
は
桁
行
五
間
、
梁
間
四
間
で
、
内
部
は
桁

行
三
間
と
二
間
の
二
室
に
分
か
れ
、
構
架
は
伝
法
堂
同
様
の
二
重
虹
梁
墓
股
、
繋

虹
梁
上
に
も
募
股
を
置

い
て
中
桁
を
受
け
、
床
張
り
、
軒
は

一
軒
、
屋
根
は
恐
ら

く
桧
皮
葺
、

一
方
の
妻
に
桟
敷
が
設
け
ら
れ
、
住
宅
風
建
物
で
あ

っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
建
物
を
奉
納
し
た
橘
夫
人
は
橘
大
夫
人
三
千
代
の
姪
に
当
り
、

聖
武
天
皇
夫
人
で
あ

っ
た
橘
古
那
加
智
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
東
院
造
営
当
時
、

天
平

一
二
年
(七
四
〇
)か
ら
同

一
七
年
の
間
、
都
は
平
城
を
離
れ
恭
仁
宮
に
遷
り
、

さ
ら
に
紫
香
楽
、
難
波
を

へ
て
平
城
に
還
都
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
主
人
の
不
在

と
な
っ
た
平
城
所
在
の
建
物
が
施
入
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、

一
方

一2一



に
桟
敷
が
付
く
こ
の
前
身
建
物
は
園
池
に
臨
む
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
遊
饗
的
施
設

(3

)

の
建
物
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

海
龍
王
寺
西
金
堂

内
部
に
五
重
小
塔
を
安
置
す
る
。
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、

切
妻
造
、
鎌
倉
時
代
正
安
元
年

(
一
二
八
八
)
に
改
築
さ
れ
て
軸
部
に
は
古
い
材

は
残

っ
て
い
な

い
が
、
現
状
も
妻
飾

・
内
部
と
も
二
重
虹
梁
墓
股
で
、
当
初
も
同

(4

)

様
で
あ

っ
た
。

法
隆
寺
東
院
舎
利
殿
お
よ
び
絵
殿
前
身
建
物

現
在
の
建
物
は
建
保
七
年

(
一
二

一
九
)
建
立
、
桁
行
七
間
、
梁
間
二
間
、
前
身
建
物
の
古
材
が
か
な
り
転
用
さ
れ

て
い
る
。
現
堂
の
妻
飾
は
虹
梁
、
通
肘
木

二
段
に
二
重
虹
梁
を
積
上
げ
、
そ
の
上

を
叉
首
組
と
し
、
内
部
は
大
梁

・
天
井
桁

に
束
を
立
て
、
二
重
梁
を
架
け
、
束
で

母
屋

・
棟
木
を
支
え
て
い
る
。
当
初
と
推
定
さ
れ
た
大
虹
梁
四
丁
が
大
梁
に
転
用

さ
れ
、
大
虹
梁
上
端
に
墓
股
の
太

柄
穴
と
合
掌
仕
口
が
あ
り
、
当
初
は
二
重
虹

梁
墓
股
で
、
後
に
妻
飾
を
叉
首
組
、
内
部
を
合
掌
に
改
め
て
い
る
。
叉
首
束
の
仕

口
を
持

つ
大
虹
梁
が
断
片
を
加
え
る
と
四
丁
あ
り
、
妻
飾
や
馬
道
脇
の
ほ
か
に
も

叉
首
束
を
立
て
た
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
当
初
掘
立
柱
で
貞
観
元
年

(八
五
九
)
の
道
詮
の
改
修
で
礎
石
建
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
当
初
は

掘
建
柱
で
あ
り
な
が
ら
二
重
虹
梁
募
股
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
建
物
に

は
聖
徳
太
子
の
御
持
物
等
が
納
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
建
物
も
夢
殿
に
つ
い
で
重

(5

)

要
視
さ
れ
て
丁
重
な
構
架
が
採
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

唐
招
提
寺
創
建
講
堂

現
堂
は
桁
行
九
間
、
梁
間
四
間
、
入
母
屋
造
で
、
大
虹
梁

に
募
股
を
の
せ
、
天
井
桁
を
回
し
て
身
舎
に
折
上
組
入
天
井
を
張
る
。
も
と
平
城

「

諜

図3唐 招提寺創建講堂梁行断面図
『修理工事報告書』

解
体
修
理
の
際
に
、
二
重
虹
梁

・
同
上
の
墓
股
、

去
さ
れ
、
そ
の
後
さ
ら
に
江
戸
時
代
延
宝
年
間

修
理
を
受
け
た
。
さ
ら
に
明
治
三
八
年
か
ら
四

一
年
度
に
わ
た
る
解
体
修
理
の
際

に
、
小
屋
組
を
西
洋
風
の
真
東
小
屋
組
に
改
め
ら
れ
た
た
め
、
小
屋
組
は
鎌
倉
時

代
の
状
態
も
不
明
で
、
昭
和
四
二
～
四
六
年
度
の
再
度
の
解
体
修
理
の
際
も
、
小

(
6

)

 屋
組
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

法
隆
寺
東
大
門

切
妻
造
の
八
脚
門
、
奈
良
時
代
初
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『資
財
帳
』
に
は
こ
れ
と
完
全
に
規
模
が

一
致
す
る
門
の
記
載
が
な

い
。
解
体
修

理
の
際
に
平
安
時
代
に
移
築
し
た
と
認
め
ら
れ
る
古
い
番
付
が
発
見
さ
れ
、
現
在

宮

(第
二
次
)
東
朝
集
殿
で
当
時

は
切
妻
造
、
内
外
と
も
二
重
虹
梁

墓
股
で
あ

っ
た
。
唐
招
提
寺
移
建

時
に
入
母
屋
造
に
改
造
さ
れ
た
が
、

内
部
は
化
粧
屋
根
裏
で
、
二
重
虹

梁
墓
股
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
、

妻
の
大
虹
梁
を
叉
首
台
に
転
用
し
、

繋
虹
梁
上
の
母
屋
桁
を
残
し
、
両

側
面
に
も
繋
虹
梁
を
入
れ
て
母
屋

桁
を
廻
し
、
や
や
お
く
れ
て
身
舎

に
組
入
天
井
が
張
ら
れ
た
。
鎌
倉

時
代
建
治
元
年

(
一
二
七
三
)
の

側

・
入
側
中
間
の
母
屋
桁
は
撤

(
一
六
七
三
～
八

一
)
に
も
解
体

一3一



図4法 隆寺東大門梁行断面図

『修理工事報告書』

る
。
墓
股
は
金
堂
高
欄
の
人
字
形
割
束
の
東
間
を
ふ
さ
い
だ
形
で
、

(
7
)

 で
最
も
古
風
な
も
の
で
あ
る
。

東
大
寺
転
害
門

東
大
寺
西
面
大
垣
北
方

に
旧

一
条
大
路
に
向
か
っ
て
開
き
、
天

平
宝
字
頃
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
規
模
の
切
妻
造
、
八
脚
門
、
現
在
出

組
で
側
通
り
に
通
肘
木

一
段
を
加
え

て
い
る
が
、
本
来
平
三
斗
で
大
虹
梁
を
大
斗

で
受
け
て
い
た
。
妻
飾
は
二
重
虹
梁
墓
股
、
内
部
は
大
虹
梁
墓
股
で
三
棟
造
と
す

る
が
、
小
屋
組
は
梁
問
が
大
き
い
か
ら
二
重
梁

・
棟
束
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

墓
股
の
形
は
独
特
で
大
規
模
の
門
に
ふ
さ
わ
し
い
豪
快
な
形
を
持

つ
が
、
両
脚
が

大
き
く
盛
り
上
が

っ
て
反
転
し
、
中
央
に
宝
珠
状
の
彫
込
み
が
あ
り
、
法
隆
寺
東

地
は
本
来
の
場
所
で
は
な
く
、

ま
た
旧
位
置
も
明
確
で
な
い
。

妻
飾
は
二
重
虹
梁
募
股
、
内

部
に
も
親
柱
が
立
ち
、
大
虹

梁

・
墓
股
で
各
中
間
の
母
屋

桁
を
受
け
、
親
柱
通
り
の
敷

桁
と
の
間
に
逆
方
向
に
垂
木

を
渡
し
て
三
棟
造
と
す
る
。

そ
の
上
部
の
構
造
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
親
柱
通
り
の
桁

に
棟
束
を
立
て
て
棟
木
を
受

け
る
よ
う
に
復
原
さ
れ
て
い

板
募
股
の
中

(
8
)

大
門
の
墓
股
か
ら
変
化
し
た
形
と
思
わ
れ
る
。

現
存
す
る
奈
良
時
代

の
八
脚
門
が
二
棟
と
も
三
棟
造
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
八

脚
門
は
、

一
般
に
三
棟
造
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
重
虹
梁
募
股
は
切
妻

造
の
建
物
で
は
最
も
丁
重
な
構
架
で
あ
り
、
宮
殿

・
官
衙
や
寺
院
の
主
要
の
門
は

と
も
か
く
と
し
て
、
邸
宅
そ
の
他
で
は
三
棟
造
で
な
か
っ
た
門
も
少
く
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
室
町
時
代
の
春
日
大
社
廻
廊
が
三
棟
造
で
あ
り
、
古
代
の

複
廊
は
三
棟
造
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
に
続
く
門
は
三
棟
造
と

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
貞
観
改
築
の
法
隆
寺
東
院
中
門

(礼
堂

前
身
建
物
)
は
簡
単
な
叉
首

・
合
掌
組
で
妻
柱
以
外
は
棟
通
り
に
柱
が
な
く
、
三

棟
造
で
は
な
か
っ
た
。
唐
招
提
寺
講
堂
地
下
調
査
で
発
見
さ
れ
た
小
路
に
面
す
る

五
間
門
も
梁
間
二
間
で
、
こ
れ
も
親
柱
通
り
中
間
に
柱
が
な
く
、
三
棟
造
と
は
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
二
重
虹
梁
募
股
は
切
妻
造
以
外
に
も
寄
棟
造

・
入

母
屋
造
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

当
麻
寺
前
身
曼
茶
羅
堂

現
在
の
曼
薬
羅
堂
は
解
体
修
理
の
時
に
永
暦
二
年

(
一

一
六

一
)
の
棟
木
銘
が
発
見
さ
れ
て
平
安
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
判
明
し
た

が
、
内
陣
構
架
を
身
舎
と
す
る
前
身
堂
が
あ
る
。
前
身
堂
は
平
安
時
代
の
初
頭
に

宮
殿
関
係
と
思
わ
れ
る
古
材
を
多
量
に
転
用
し
て
建
立
さ
れ
た
が
、
身
舎
は
桁
行

五
問
、
四
面
庇
、
寄
棟
造
で
、
や
や
お
く
れ
て
正
面
に
孫
庇
が
設
け
ら
れ
た
。
身

舎
の
構
架
は
大
斗
肘
木

・
二
重
虹
梁
墓
股
で
、
棟
木

・
入
側
桁
の
中
間
に
母
屋
桁

を
通
し
、
側
面
入
側
柱
か
ら
半
裁

の
大
虹
梁
を
梁
行
大
虹
梁
の
側
面
に
柄
差
し
と

し
、
墓
股
を
の
せ
て
母
屋
桁
を
受
け
、
母
屋
桁
の
四
隅
の
組
手
は
下
に
支
え
が
な

一4一



0510尺
一

図5当 麻 寺 前 身 曼-¥/1'ｵm堂復 原 梁 行 断面 図

く
、
校
蔵
の
出
桁
の
よ
う

に
持
放
し
と
な
る
。
寄
棟

造
で
二
重
虹
梁
墓
股
構
架

と
す
る
の
は
こ
の
前
身
堂

だ
け
で
あ
る
。
墓
股
は
唐

招
提
寺
金
堂
に
近
い
複
雑

な
形
に
な

っ
て
い
る
が
、

曲
線
は
や
や
く
ず
れ
て
い

(9
)

る
。二

重
虹
梁
募
股
は
平
安

時
代
に
平
等
院
鳳
鳳
堂
翼

廊

・
同
尾
廊
、
法
隆
寺
鐘

楼
、
広
隆
寺
講
堂
、
鎌
倉

時
代

で
は
蓮
花

王
院
本

堂

、
教
王
護

国
寺

蓮
花

門

・
同
慶
花
門

・
同
東
大

門
の
妻
飾
、
桜
井
神
社
拝

殿
、
室
町
時
代
に
は
法
隆
寺
東
院
南
門
な
ど
と
長
く
用
い
ら
れ
た
。

坂
田
寺
廻
廊

虹
梁
と
墓
股
で
構
成
さ
れ
る
構
架
を
持

っ
た
も

の
に
坂
田
寺
廻

廊
が
あ
る
。
坂
田
寺
の
創
立
は
飛
鳥
時
代
と
考
え
ら
れ
る
が
、
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
判
明
し
て
い
る
伽
藍
は
奈
良
時
代
中
頃

の
造
営
に
な
る
も

の
で
あ
る
。
廻

廊
は
金
堂
両
脇
か
ら
出
て
そ
の
前
庭
を
囲
み
、
梁
間
三

・
〇
三

m
の
単
廊
で
、

一

部
出
土
し
た
建
築
部
材
の
中
に
法
隆
寺
経
蔵

・
唐
招
提
寺
講
堂
と
類
似
し
た
肩
の

張
ら
な
い
板
墓
股
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
大
虹
梁
中
央
に
募
股
を
置
き
、
三
斗
を

(
10
)

の
せ
て
棟
木
を
受
け
る
構
造
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

二
重

虹
梁
斗
式

二
重
虹
梁
募
股
の
簡
略
化
さ
れ
た
形

式
で
、
建
物
の
梁
間
が
狭
く
、
募
股
を

入
れ
る
高
さ
の
余
裕
が
な
く
、
斗
だ
け

に
し
た
も

の
で
、
斗
で
二
重
虹
梁

・
棟

木
を
受
け
る
も

の
で
あ
る
。

法
隆
寺
食
堂

『資
財
帳
』
に
見
え
る

弍
口
政
屋
の
う
ち

コ

ロ
長
七
丈
広
三

丈
三
尺
」
に
当
た
る
建
物
と
考
え
ら
れ
、

奈
良
時
代

の
建
立
で
あ
る
。
妻
飾
は
大

虹
梁
と
二
重
虹
梁
上
に
斗
を
置
い
て
募

股
が
入
ら
な

い
。
食
堂
は
桁
行
七
間
、

各
間

一
〇
尺
に
対
し
、
梁
問
は
各
間
八

尺
と
狭

い
の
で
墓
股
を
入
れ
る
余
地
は

な
く
、
斗
だ
け
で
収
ま

っ
て
い
る
。
内

部
は
大
虹
梁
上
に
合
掌
を
組
み
、
そ
の

繋4撚

図6法 隆寺食堂及 び細殿側面図
清野清 『法隆寺建築の研究』
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(
11

)

拝
み
に
斗

・
肘
木
を
の
せ
て
棟
木
を
受
け

て
い
る
。

法
隆
寺
細
殿

『資
財
帳
』
の
政
屋
弍
口
の
う
ち
、
コ

ロ
長
六
丈
八
尺
広

一
丈

八
尺
」
の
後
身
で
、
か

つ
て
食
堂
と
二
棟
を

一
体
に
用
い
て
い
た
ら
し
い
が
、
現

在
は
や
や
離
れ
て
別
個
に
建

っ
て
い
る
。
現
在
の
建
物
は
桁
行
七
間
、
梁
間
二
間
、

切
妻
造
、
正
背
面
吹
放
し
で
鎌
倉
時
代
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
解
体
修
理

の
調
査
に
よ
る
と
、
柱

・
頭
貫

・
妻
虹
梁

・
肘
木

・
垂
木
の

一
部
に
古

い
桧
材
が

残

っ
て
い
た
。
現
在
の
妻
飾
は
大
虹
梁

・
斗

・
二
重
虹
梁
、
墓
股
、
内
部
は
陸
梁

に
墓
股
が
の
る
が
、
妻
二
重
虹
梁
上
端
両
脇
の
募
股
の
の
る
位
置
に
、
斗
の
太
柄

穴
と
そ
の
圧
痕
が
あ
り
、
二
重
虹
梁
木
口
上
端
に
垂
木
当
り
と
勾
配
欠
き
、
大

虹
梁
鼻
に
も
垂
木
勾
配
の
欠
が
あ
り
、
妻
飾
は
も
と
食
堂
と
同
様
に
二
重
虹
梁

斗
式
で
、
垂
木
位
置
が
現
状
よ
り
も
低
か

っ
た
。

内
部
の
大
梁
に
は
古

い
材
は
な
か

っ
た
が
、
旧
棟
木
下
端

に
山
型

の
合
掌
拝

み
を
受
け
る
山
型

の
仕
口
が
あ
り
、
梁
上
に
合
掌
を
組
み
、
合
掌
の
拝
み
で
直

接
棟
木
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
棟
木
の
合

掌
拝
み
仕
口
の
よ
う
な
手
法
は
古
代

の
伝
統
的
技
法
を
伝
え
た
も
の
で
、
細
殿

の
前
身
建
物

の
年
代
は
平
安
時
代
に
さ

(12

)

か
の
ぼ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

二
重
梁

・
束
立

て

法
隆
寺
金
堂

・
唐
招
提
寺
金
堂
の
天
井

上
の
構
造
に
は
二
重
梁

・
束
立
て
構
造

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂

わ
が
国
最
古
の
仏
堂
で
七
世
紀
建
立
と
考
え
ら
れ
、
初
重
桁
行
五

図7法 隆寺金堂梁行断面図
『修理工事報告書』

/
…/

肘
木
で
受
け
る
。
妻
飾
は
妻

の
地
垂
木
尻
上
の
土
居
を
叉
首
台
と
し
て
叉
首
組
と

し
、
拝
み
に
斗
を
の
せ
、
さ
ら
に
肘
木
と
巻
斗
で
棟
木
を
受
け
、
叉
首
悼
中
間
に

(
13
)

 斗

・
肘
木
を
置
い
て
母
屋
桁
を
受
け
て
い
る
。

法
隆
寺
中
門

七
世
紀
末
乃
至
八
世
紀
初
頭
の
建
立
で
、
和
銅
四
年

(七

一
一
)

に
塑
像
金
剛
力
士
像
が
完
成
し
て
い
る
。
二
重
門
で
明
治
三
五

∴
二
六
年
度
の
解

体
修
理
に
小
屋
組
は
大
改
修
を
受
け
て
い
る
が
、
金
堂
と
同
様
に
二
重
の
地
垂
木

尻
に
土
居
を
置
い
て
大
梁
を
架
け
、
束
を
立
て
二
重
梁
と
し
、
斗

・
野
肘
木
で
棟

間
、
梁
間
四
間
、

二
重
で
初
重
に

裳
階
が
付
く
。

内
部
は
二
重
の

地
垂
木
尻
上
端

の
土
居
に
大
梁

二
丁
を
架
け
、

束
を
立
て
て
二

重
梁
を
渡
し
、

両

端

に

母

屋

(先
端
蟻
羽
桁
)

を
組
み
、
棟
木

は
二
重
梁
上
に

立

つ
棟
束
と
野

一6一
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木
を
受
け
る
。
妻
飾
は
現
在
慶
長
大
修
理
時

の
虹
梁
大
瓶
束
に
か
わ

っ
て
い
る
が
、

(
14

)

本
来
は
当
然
金
堂
同
様
の
叉
首
組
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

唐
招
提
寺
金
堂

桁
行
七
間
、
梁
間
四
間
、
寄
棟
造
、
奈
良
時
代
末
期
の
建
立
、

一
重
仏
堂
の
代
表
的
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
内
部
は
入
側
柱
上
に
二
手
先
を

組
み
、
大
虹
梁
を
渡
し
、
募
股
に
折
上
組

入
天
井
を
張
り
、
屋
根
は
寄
棟
造
と
す

る
。
明
治
三

一
・
三
二
年

の
解
体
修
理
で
小
屋
組
は
合
掌
小
屋
組
に
改
め
ら
れ
て

旧
状
は
明
確
で
な
い
が
、
入
側
桁
間
に
大
梁
を
渡
し
、
二
重
梁
束
立
て
構
造
と
推

(
15

)

定
さ
れ
て
い
る
。

元
興
寺
僧
房

奈
良
時
代
の
元
興
寺
僧
房

は
元
興
寺
極
楽
坊
本
堂
お
よ
び
禅
室
の

解
体
修
理
の
際
に
、
浅
野
清

・
鈴
木
嘉

吉
氏
に
よ

っ
て
詳
し
く
調
査
さ
れ
て
お

り
、

図8元 興 寺東室南階大坊復 原側面図
『奈文研学報』第4冊

元
興
寺
の
東
室
南
階
大
房
が
復
原

さ
れ
て
い
る
。
小
屋
組
関
係
の
古
材
で

は
、
大
梁
七
丁
、
妻
虹
梁

一
丁
と
同
断

片

一
丁
、
内
部
二
重
梁
三
丁
、
妻
二
重

虹
梁

一
丁
が
あ
り
、
妻
は
大
斗
上
に
通

肘
木
を
入
れ
、
通
肘
木
上
に
束
を
立
て
、

三
斗
と
二
重
虹
梁
を
組
み
、
そ
の
三
斗

で
母
屋
を
受
け
、
二
重
虹
梁
上
は
叉
首

組
と
し
、
大
斗
肘
木
で
棟
木
を
受
け
る
。

内
部
は
大
梁
に
束
を
立
て
野
肘
木
で
母

屋
を
受
け
、
そ
の
上
に
二
重
梁
を
渡
し
、
二
重
梁
上
の
棟
束

・
野
肘
木
で
棟
木
を

(
16

)

受
け
た
も

の
と
復
原
さ
れ
て
い
る
。

古
代
の
蔵

古
代

の
蔵
は
正
倉
院
宝
庫
、
法
隆
寺
綱
封
蔵
、
東
大
寺
本
坊
経
庫
、

唐
招
提
寺
経
蔵
を
は
じ
め
、
か
な
り
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
部
分
は
校
倉
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
唐
招
提
寺
経
蔵
が
合
掌
構
造
、
現
在
二
重
梁
で
あ
る
東
大
寺
法
華
堂

経
庫
が
も
と
合
掌
構
造
で
あ

っ
た
痕
跡
を
も

つ
が
、
そ
の
他
は
二
重
梁
、
正
倉
院

宝
庫
は
三
重
梁
束
立
て
構
造
で
あ
る
。

東
大
寺
本
坊
経
庫

奈
良
時
代
の
校
倉
、
も
と
油
蔵
の
宝
蔵
で
正
徳
四
年

(
一
七

一
四
)
に
移
築
さ
れ
た
。
大
梁
は
梁
行
に
二
通
り
を
上
か
ら
二
段
目
の
校
木
に
の

せ
、
大
梁
か
ら
側
面
校
木
の
上

よ
り
二
段
目
に
各
面
二
丁
の
繋

図9東 大寺本坊経庫桁行断面図
『修理工事報告書』

梁
が
入
る
。
大
梁
上
に
束
を
た

て
て
二
重
梁
と
し
、
繋
梁
中
間

に
梁
行

の
束
踏
が
の
る
が
、
こ

れ
は
二
丁
と
も
当
初
の
転
用
材

で
、
こ
の
上
に
三
カ
所
束
を
立

て
て
母
屋
桁
を
四
面
に
廻
す
。

二
重
梁
上
に
棟
束
を
立
て
野
肘

木
で
棟
木
を
受
け
、
寄
棟
造
の

(
17
)

隅
木
を
架
け
る
。

7
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図10東 大寺本坊経庫梁行 断面 図
『修理工事報告書』

手
向
山
神
社
宝
庫

も
と
油
蔵
に
東
大
寺
本
坊
経
庫
と
並
ん
で
建

っ
て
い
た
も

の
で
、
同
時
代

の
校
倉
、
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
に
解
体
さ
れ
、
文
化

=

年

(
一
八

一
四
)
か
ら
同

=
二
年

に
再
建
さ
れ
、
石
垣
を
含
め
て
文
政
三
年

(
一
八
二
〇
)
に
移
築
が
完
成
し
た
。
二
重
梁
構
造
で
あ
る
が
、
昭
和
三

一
～
三

三
年
度
の
半
解
体
修
理

の
際
に
大
梁
か
ら
側
面
校
木
上

へ
中
央

の
繋
梁
と
そ
の

左
右
に
も
繋
梁
を
復
し
て
い
る
が
、
本
坊
経
庫
の
解
体
修
理
の
所
見
に
よ
る
と
、

繋
梁
は
本
来
各
面
左
右
二
丁
ず

つ
の
み
と
す
べ
き
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
二
重
梁

(
18

)

 は
虹
梁
型
の
当
初
材
で
野
肘
木
は
な
い
。

東
大
寺
勧
進
所
経
庫

も
と
東
大
寺
法
華
堂
経
庫
と
と
も

に
地
蔵
院
内
の
庫
蔵

で
あ

っ
た
校
倉
で
、
貞
享
四
年

(
一
六
七

八
)
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。
小
屋
組

は
当
初
材
と
中
世
材
が
あ
る
が
、
二
重
梁
束
立

て
構
造
で
、
東
上
に
す
べ
て
舟

肘
木
を
の
せ
る
。
隅
肘
木
は
下
端
の
到
形
が
な
く
、
中
間
は
肘
木
形
に
作
り
、
桁

行
梁
行
と
も
に
大
梁

・
繋
梁
上
に
束
踏
が
井
桁
に
組
ま
れ
、
束
踏
の
上
の
束
で
母

(
19
)

屋
桁
を
受
け
て
い
る
。

唐
招
提
寺
宝
蔵

同
寺
経
蔵
と
違

っ
て
改
造
の
痕
は
な
く
、
本
来
二
重
梁
束
立
て

構
造
で
、
大
梁
か
ら
梁
行
繋
梁
各
面
二
丁
ず

つ
を
出
し
て
先
は
校
木
上
に
の
せ
、

二
重
梁
両
端
に
の
る
母
屋
桁
を
四
方
に
廻
し
、
繋
梁
上
の
束
で
母
屋
を
受
け
、
肘

木
は
用
い
て
い
な
い
。
出
桁
の
出
は
四
方
同
じ
で
あ
る
が
、
地
軒
の
出
は
桁
行
と

(
20

)

梁
問
に
差
が
あ
り
振
隅
と
な
る
。

法
隆
寺
綱
封
蔵

桁
行
九
問
、
梁
間
三
問
の
寄
棟
造
、
高
床
式
の
蔵
で
、
両
端
各

三
問
を
蔵
、
中
間
三
間
を
吹
放
し
と
す
る
讐
倉

の
遺
構
で
あ
る
。
束
柱
上
に
台
輪

を
廻
し
角
柱
を
立
て
、
柱

間
を
土
壁
と
し
、
中
間
吹

図11法 隆寺網封蔵梁行断面 図
『修理工事報告書』

放
し
に
向
か

っ
て
扉
口
を

開
き
、
軒

・
小
屋
組
は
全

体
を
通
し
て
寄
棟
造
と
す

る
。
後
世
の
修
理
改
造
も

著
し
く
、
北
倉
は
大
永
三

年

(
一
五
二
三
)
に
火
炎

で
焼
損
し
、
修
理
前
は
九

間
全
体
を
囲
ん
で
蔵
と
し

て
い
た
が
、
昭
和
三
七
～

8



四

一
年
度
の
解
体
修
理
の
際
の
調
査

に
よ

る
と
、
中
央
三
間
は
吹
放
し
で
、
大

梁

・
二
重
梁
の
古
材
が
あ
り
、
当
初
二
重
梁
束
立
て
構
造
で
あ

っ
た
。
礎
石
下
出

土
の
軒
瓦
か
ら
平
安
時
代
初
期
の
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
軒
瓦
は
最

近
の
調
査
の
編
年
で
は
奈
良
時
代
に
含
ま

れ
る
の
で
、
建
立
年
代
は
奈
良
時
代
末

(21
)

乃
至
平
安
時
代
初
頭
と
考
え
ら
れ
る
。

正
倉
院
倉
庫

桁
行
九
間
の
両
端
各
三
間
を
校
倉
、
中
間
を
板
倉
と
し
、
大
正
二

年
解
体
修
理
の
際
に
、
小
屋
組
は
西
洋
風
小

屋
組
に
改
め
て
い
る
。
浅
野
清
氏
は

小
屋
組
に
再
利
用
さ
れ
て
い
る
古
材
を
調
査
さ
れ
そ
の
構
造
を
復
原
さ
れ
て
い

る
。
修
理
前
の
図
面
に
よ
る
と
三
重
梁
束
立

て
、

一
部
は
三
重
梁
上
を
叉
首
組
と

し
、
二
重
梁
下
に
は
両
端
の
ほ
か
中
間
に
三
本
の
束
が
立
ち
、
三
重
梁
下
に
も
中

央
に
束
が
立

っ
て
い
た
。
大
梁

・
妻
梁

・
隅
行
梁

・
丸
桁

・
同
肘
木

・
隅
木

・
垂

木
は
、
本
来
の
用
途
に
古
材
が
残
り
、
束

・
合
掌

・
母
屋
な
ど
に
二
重
梁

・
三
重

梁

・
母
屋

・
棟
木

・
束
が
転
用
さ
れ
て
い
る
。
母
屋
に
は
中
古
材
が
含
ま
れ
る
の

で
建
立
後
、
早
い
時
期
に
修
理
を
受
け
て

い
る
。
復
原
さ
れ
た
構
造
は
三
重
梁
で
、

大
梁
は
先
端
に
出
桁
を
受
け
て
校
木
に
の
り

、
二
重
梁

・
三
重
梁
の
両
端
に
母
屋

(
22

)

を
組
み
、
出
桁

・
棟
木
間
に
母
屋
が
二
通
り

入
る
。

三
重
梁
と
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。
寄
棟
造
の
場
合
は
二
重
梁

・
三
重
梁
先
端
で
受

け
る
母
屋
が
四
方
に
廻

っ
て
問
題
は
な

い
が
、
入
母
屋
造
で
は
、
棟
木

・
二
重
梁

両
脇

の
指
桁

の
ほ
か
、
三
重
梁
の
両
端
に
の
る
母
屋
桁
も
指
桁
と
な
る
と
す
れ
ば
、

妻
飾
を
叉
首
組
と
す
る
と
叉
首
悼
に
指
桁
受
け
の
組
物
を
ニ
カ
所
置
く
か
、
虹
梁

を
重
ね
る
必
要
を
生
じ
る
。
三
重
梁
構
造
は
寄
棟
造
の
場
合
に
限
ら
れ
、
天
井
が

あ
れ
ば
仏
堂
で
は
下
か
ら
見
え
ず
、
蔵
の
場
合
は
外
観
上
の
問
題
は
な
い
が
、

一

部
の
建
物
に
限
ら
れ
た
ら
し
い
。
入
母
屋
造
の
場
合
は
大
規
模
建
物
で
も
二
重
梁

で
納
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

梁
が
三
段
と
な
れ
ば
虹
梁
募
股
構
造
で
は
三
重
虹
梁
と
な
る
。
『年
中
行
事
絵

巻
』
、
『信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
見
え
る
平
安
宮
の
建
礼
門

・
待
賢
門
等
は
三
重
虹

梁
募
股
風
に
描
か
れ
、
桁
隠
も

一
方
に
四
個
ほ
ど
付
い
て
お
り
、
指
桁
が
多
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
梁
間
三
六
尺
の
東
大
寺
転
害
門
も
妻
飾
は
二
重
虹
梁
募

股
で
、
中
間
の
母
屋
桁
は

一
通
り
で
あ
る
。
側
柱
上
の
組
物
を
出
組
と
す
れ
ば
、

桁
隙
が
真
桁
と
出
桁
に
並
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
梁
間
二
間
の
門
に
こ
の

よ
う
な
三
重
虹
梁
墓
股
様
の
納
ま
り
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
検
討
の
余
地
が

(
23

)

あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
三
棟
造
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

9

 

法
隆
寺
金
堂
、
同
中
門
、
唐
招
提
寺
金
堂

、
元
興
寺
僧
房
、
東
大
寺
本
坊
経
庫

な
ど
の
校
倉
、
法
隆
寺
綱
封
蔵
は
二
重
梁
構
造
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
手
法
が
寄
棟

造

・
入
母
屋
造
の
身
舎
上
方
屋
根
内
部
の

一
般
的
構
造
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
特
に
身
舎

の
梁
間
の
深
い
大
規
模
の
建
物
の
場
合
は
正
倉
院
宝
庫
の
よ
う
に

叉
首
組

・
合
掌

二
重
虹
梁
募
股
、
二
重
梁
束
立
て
構
造
と
と
も
に
多
く
用
い
ら
れ
た
構
造
は
叉

首
組

・
合
掌
構
造
で
あ
る
。

伊
勢
神
宮
正
殿

妻
飾
は
梁
上
に
叉
首
組
で
組
物
は
な
く
、
叉
首
組
の
上
端
で
棟



木
を
直
接
支
え
、
妻
飾
の
外
に
独
立
し
て
棟

持
柱
が
立

つ
。
神
宮
の
正
殿
は
別
宮

正
殿
と
も
ほ
と
ん
ど
神
明
造
で
妻
飾
は
叉
首
組
で
あ
る
。
中
世
の
別
宮
正
殿
の
形

式
に
つ
い
て
は
福
山
敏
男
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
荒
祭
宮
正
殿
な
ど
板
倉
造
で
あ

っ
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
妻
飾
も
内

部
も
梁
上
に
叉
首
束
の
立

つ
叉
首
組

で
あ

っ
た
。
中
世
の
外
宮
正
殿
に
つ
い
て
は
福
山
氏
に
よ
っ
て
応
永
三
〇
年

(
一

四
二
三
)
写
し
の

「外
宮
正
殿
庭
作
日
記
」

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
神
明
造
で
、

い
の
こ
さ
す
八
し

(支
)
と
う
だ
つ

(丁
数
記
さ
れ
ず
)
が
見
え
、
内
部
の
梁
上

に
も
束
の
立
つ
叉
首
組
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
正
殿
で
は
内
部
は
虹
梁

に
束
立
て
と
な

っ
て
い
る
ら
し
い
。
古
く
は
内
部
は
束
の
な
い
合
掌
組
で
あ

っ
た

(24

)

可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

法
隆
寺
廻
廊

廻
廊
は
柱
上
に
平
三
斗
を

の
せ
、
そ
の
肘
木
と
組
ん
で
円
弧
状
に

反
る
大
虹
梁
を
架
け
、
合
掌
を

組
み
、
上
に
三
斗
を
の
せ
て
棟

面

虹
梁
を
用

い
ず
、
隅
の
間
は
大

断
劃

隆
工

束
を
立
て
て
三
斗
を
の
せ
、
棟

法
理

(25
)

・

γ
修『

図

山
田
寺
廻
廊

東
面
廻
廊
で
倒

壊
し
た
建
築
部
材
が
発
掘
さ

れ
、
そ
の
構
造
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
大
虹
梁
が
残
存
せ
ず
、
合
掌
の
古
材
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
下
端
に

四
角
の
柄
穴
を
も

っ
た
斗
が
あ
り
、
こ
の
柄
穴
に
合
掌
の
拝
み
が
納
ま

っ
た
と

考
え
ら
れ
、
組
物
は
平
三
斗
、
合
掌
構
造
で
、
平
三
斗
で
棟
木
を
受
け
て
い
た
と

(26

)

推
定
さ
れ
て
い
る
。

東
大
寺
法
華
堂

天
平

一
〇
年
代
の
建
立
と
考
え
ら
れ
、
正
堂
は
入
側
柱
上
に
内

外
に
出
組
を
組
み
、
大
虹
梁
に
募
股
を
の
せ
、
天
井
桁
を
組
み
、
折
上
組
入
天
井

と
す
る
。
天
井
桁
は
二
重
梁
を
兼
ね
、
当
初
こ
の
上
に
合
掌
を
組
ん
で
拝
み
に
肘

木
を
の
せ
て
棟
木
を
受
け
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
入
側
桁
に
は
上
端
前
角

近
く
に
後
上
方
か
ら
の
方
向
に
斜
に
ほ
り
込
ん
だ
欠
込
み
と
後
面
の
天
井
組
子
の

仕
口
が
交
互
に
あ
り
、
こ
こ
で
垂
木
が
継
手
に
な
り
、
棟
木
か
ら
く
る
上
方
垂
木

尻
を
こ
の
欠
込
み
に
引
掛
け
て
下
方
垂
木
は
上
方
垂
木
の
上
に
添
わ
せ
て
継

い
だ

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
上
方
垂
木
は
合
掌
の
働
き
を
補
強
す
る
意
味
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。
法
華
堂
に
は
久
安
四
年

(
一
一
四
八
)
と
正
治
元
年

(
=

九
九
)

の
棟
木
銘
が
あ
り
、
久
安
に
は
棟
木
を
大
き
く
し
て
肘
木
上
端
を
削
り
、
合
掌
を

再
用
、
正
治
に
は
合
掌
を
丸

い
棟
束
に
改
め
、
貫
を
通
し
、
貫
か
ら
天
井
桁
の
土

(
27

)

居
に
割
板
を
か
け
て
内
屋
根
と
し
て
い
る
。

法
隆
寺
東
室

建
立
時
に
円
柱
座
造
出
し
凝
灰
岩
礎
石
を
反
転
し
て
転
用
し
、
柱

に
も
多
数
の
旧
材
を
転
用
し
、
桁
行
柱
間
寸
法

に
大
小
の
差
が
あ
る
こ
と
は
、

『古
今
目
録
抄
』
に
す
で
に

「東
室
者
間
寛
狭
不
定
ナ
リ
」
と
注
目
さ
れ
て
い
る

の
で
、
桁
類
に
も
古
材
が
多
数
転
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
三

一
～

三
四
年
度

の
解
体
修
理
前
は
度
々
の
修
理
改
造
の
た
め
に
旧
形
を
失

っ
て
い
た

一10一



が
、
修
理
時

の
綿
密
な
調
査
に
よ
る
と
、

二
間
を

一
坊
と
し
、
本
来
は
土
間
で
、

房
境
は
身
舎
を
陸
梁
と
し
、
中
央
に
棟
束
を
立
て
て
棟
木
を
受
け
、
房
中
間
は

廻
廊
と
同
形
式

の
全
体
に
緩
く
わ
ん
曲
し
た
大
虹
梁
を
架
け
、
合
掌
を
組
ん
で

棟
木
を
受
け
た
当
初
の
構
造
が
判
明
し
、

一
部
で
床
を
除
い
て
構
造

・
間
取
が

(
28

)

復
原
さ
れ

(本
来
は
土
間
で
あ

っ
た
)、
復
原
模
型
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。

新
薬
師
寺
本
堂

身
舎
梁
間
を
三
間
と
す

る
の
は
東
大
寺
大
仏
殿
以
外
に
類
例

が
な
く
、
桁
行
七
間
、
梁
間
五
問
、
入
母

屋
造
と
す
る
。
身
舎

の
梁
間
は
当
時

の
尺
で
三
〇
尺
、
大
斗
肘
木
に
長

い
大
虹
梁
を
架
け
て
合
掌
を
組
み
、
中
間

一

カ
所
に
母
屋
桁
を
受
け
る
斗

・
肘
木
が
の
り
、
合
掌
拝
み
に
も
斗

・
肘
木
を
の

せ
て
棟
木
を
受
け
る
。
妻
飾

の
手
法
も

珍
し
文

身
舎
側
面
入
側
桁
に
直
接
叉

醐側

首
組
を
組
み
、
大
斗
肘
木
を

の
せ
て
棟

原復

木
を
う
け
る
。
こ
の
よ
う
な
妻
飾
の
手

働車堂

母
屋
造
で
は
附
属
的
建
物
な
ど

の
妻
飾

羅茶

平
安
時
代
初
頭
の
前
身
曼
薬
羅
堂
建
立

13図

の
際
に
転
用
さ
れ
た
古
材
か
ら
復
原
さ

図14当 麻寺前身曼茶羅堂古材転用建物断面図

と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
内
部
大
虹
梁
は
合
掌
の
仕
口
の
み
あ
り
、

な

い
。
棟
木
下
端
に
山
型
の
柄
穴
が
あ
り
、
合
掌
の
拝
み
に
上
か
ら
か
ぶ
さ
る

よ
う
に
棟
木
が
の
る
。
内
法
上
の
丈

の
高

い
建
物
で
、
宮
殿
関
係
建
物
の
古
材
と

(30

)

 考
え
ら
れ
、
奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物

の
構
造
を
良
く
示
し
て
い
る
。

東
大
寺
法
華
堂
経
庫

も
と
東
大
寺
地
蔵
院
に
現
勧
学
院
経
庫
と
と
も
に
あ

っ
た

校
倉
で
、
文
禄
年
間
移
築
さ
れ
、
当
時
手
向
山
八
幡
宮
の
所
属
で
あ

っ
た
が
、
維

新
後
東
大
寺
の
所
有
に
な

っ
た
。
中
世
に
床
束

・
台
輪

・
校
木
の

一
部
、
大
梁
か

れ
る
建
物
は
、
掘
立
柱

と
推
定
さ
れ
、
組
物
を

用
い
ず
、
柱
上
に
桁
を

の
せ
、
桁
の
上
に
大
虹

梁
を
渡
し
、
内
部
は
合

掌
組
で
、
棟
木
下
端
に

山
型

の

柄
穴
が
あ

っ

て
合
掌
先
端
に
か
ぶ
さ

る
よ
う
に
の
り
、
妻
飾

は
陸
梁
上
に
叉
首
組
を

組
む
。
内
部
の
大
虹
梁

一
丁

に
棟
束

の

柄
穴

を
も

つ
も
の
が
あ
り
、

間
仕
切
に
当
た
る
も
の

束
は

一11一



ら
上
部
の
構
造
を
取
替
え
、
移
築
後
、
享

保

=
二
年

(
一
七
二
五
)
に
軒
を
改
造

し
、
野
小
屋
を
設
け
て
い
る
。
現
在
二
重
梁
束
立
て
構
造
で
あ
る
が
、
当
初
材
の

棟
木
下
端
両
脇
に
合
掌
拝
み
に
収
ま
る
山
型
の
仕
口
が
ほ
ら
れ
、
当
初
大
梁
上
を

(
31

)

合
掌
構
造
と
し
て
い
た
。

唐
招
提
寺
経
蔵
前
身
建
物

昭
和
二
五
～
二
七
年
度
の
唐
招
提
寺
経
蔵
解
体
修

理
の
際
に
、
浅
野
清
氏
に
よ

っ
て
調
査
さ

れ
、
複
雑
な
経
過
が
確
認
さ
れ
た
。

校
木
上
に
置
か
れ
た
両
妻
の
側
桁
に
叉
首

組
と
羽
目
板
の
仕

口
が
あ

っ
て
も
と

叉
首
台
で
あ
り
、
大
梁
二
丁
に
も
合
掌
仕

口
が
あ
り
、
棟
木
転
用
の
丸
桁
、
丸

桁
含
み
の
あ
る
通
肘
木
が
桁
行
側
桁
に
使

わ
れ
、
当
初
切
妻
造
の
校
倉
で
、
妻

飾
は
叉
首
組
、
内
部
は
合
掌
組

で
あ

っ
た
。
床
束

の
古

い
当
り
型
の
径
が
約

一

尺
位
と
細
か

っ
た
か
ら
、

当
初
掘
立
柱
で
あ

っ
た

図15唐 招堤寺経蔵前身建物復 原図
浅野清 『法隆寺建築の研究』

可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
承
和
二
年

(
八

三
五
)
の

「招
提
寺
建

立
縁
起
」

の
甲
倉

の
項

に
、
「右
地
主
屋
舎
」
と

あ
る
も
の
の

一
つ
に
当

り
、
新
田
部
親
王
旧
宅

に
属
し
て
い
た
も

の
と

(32

)

解

さ

れ

て

い
る
。

唐
招
提
寺
経
蔵

切
妻
造

の
前
身
建
物
を
改
造
し
、
寄
棟
造
と
し
た
も
の
で
、
修

理
前
は
二
重
梁
束
立
て
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
小
屋
組
は
ほ
と
ん
ど
古
材
の
転
用

で
、
工
法
も
不
完
全
な
も

の
で
あ

っ
た
。
寄
棟
造
に
改
造
す
る
際
、
床
束
を
太

い

材

に

取

替

え

、

梁

・
通
肘
木
の
端

図16唐 招堤寺経蔵梁行断面図
『修理工事報告書』

 

合
掌
仕
口
が
あ
り
、
改
造
後
も
合
掌
構
造
で
あ

っ
た
。
桁
、

屋

・
垂
木
な
ど
に
別
建
物
の
梁

・
棟
木

・
隅
木

・
垂
木
が
転
用
さ
れ
、

次
項
の
よ
う
な
構
造
の
簡
単
な
別
の
寄
棟
造
建
物
の
古
材
で
あ

っ
た
。

唐
招
提
寺
経
蔵
転
用
寄
棟
造
建
物

切
妻
造
の
唐
招
提
寺
経
蔵
前
身
建
物
を
唐
招

提
寺
経
蔵
と
し
た
際
に
、
別
の
建
物
の
古
材
を
転
用
し
て
切
妻
造
を
寄
棟
造
に
改

造
し
た
。
こ
の
古
材
は
側
通
り
桁
二
丁
、
妻
通
り
桁

一
丁
、
梁
断
片
二
丁
、
棟
木

ら
し
い
断
片

一
丁
、
隅
木
三
丁
、
垂
木
六
十
五
丁
で
、
寄
棟
造
の
建
物
と
考
え
ら

に
継
木
を
し
て
出

桁
を
廻
し
、
隅
木

を
入
れ
て
軒
を
廻

し
た
。
旧
地
隅
木

に
飛
槍
隅
木
取
付

痕
が
あ
り
、
二
軒

に
復
原
さ
れ
て
い

る
。
棟
木
に
隅
木

取
付
痕
、
下
端
に

梁
端
の
継
木
、
母

こ
れ
ら
は

(33
)
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i＼ 噸1

355×夢7752×43諏5174×641

74×6474×64/「 ギr

i

1
1

1

8.878.87-8 .87一

図17唐 招堤寺経蔵転用建物復原桁行構造図

浅野清復原より作図

X64

64X

図18唐 招堤寺経蔵転用建物復 原梁行構造 図
浅野清復原より作図

れ
た
。
浅
野
清
氏

の
復

原

に

よ

れ

ば
、
側
通
り
桁
に

は
円
柱

の
当
り
型

と

柄

穴

、

上
面

に
梁
仕
口
、
上
下

面
に
え

つ
り
穴
が

あ
り
、
梁
断
片
に

は
合
掌
の
二
枚

柄

仕

口
が
あ
り
、
桁

を
組
廻
し
、
梁
を

架
け
、
梁
上
に
合

掌
を
組
み
、
合
掌

拝
み
に
肘
木
を
の

せ
て
棟
木
を
受
け

て
い
た
。
桁
行
は
五
問
と
み
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
、
柱
間
は
桁
行
天
平
尺
九

尺

(曲
尺
八

・
八
七
尺
)
五
間
、
梁
間
八
尺
二
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
桁
行
五

間
と
す
れ
ば

一
般
庶
民
の
住
居
に
は
や
や
大
き

い
方
と
思
わ
れ
る
が
、
簡
単
な
寄

棟
造
の
構
造
を
示
す
唯

一
の
実
例
で
あ
る
。
新
田
部
親
王
旧
宅
に
あ

っ
た
付
属
的

な
建
物
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
古
代
建
築
構
造
に
新
し
い

一
例
を
加
え
た
点
に
お
い

(
34

)

て
も
貴
重
な
復
原
で
あ

っ
た
。

大
神
神
社
摂
社
大
直
祢
子
神
社
本
殿

も
と
大
御
輪
寺
本
堂
で
、
現
在
桁
行
五
間
、

梁
間
五
間
、
寄
棟
造
、
本
瓦
葺
の
大
規
模
な
建
物
で
あ
る
が
、
古
代
に
さ
か
の
ぼ

る
古
材
を
転
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
、
桜
井
敏
雄
氏
は
内
陣
部

五
間
二
間
の
独
立
し
た
建
物
と
、
そ
の
前
に
礼
堂
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
、
内
陣
部
の
建
立
年
代
は
奈
良
時
代
と
考
え
ら
れ
、
外
陣
虹
梁
上
に
墓
股

を
入
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
六
十

一
～
平
成
元
年
度
の
解
体
修
理
の
際
の
調
査
に
よ

っ
て
そ
の
変
遷
が

明
ら
か
と
な

っ
て
い
る
。
柱

・
妻
梁

・
桁

・
棟
木

・
垂
木

・
長
押
な
ど
に
奈
良
時

代
に
さ
か
の
ぼ
る
古
材
が
あ
り
、
当
初
内
陣
部
分
は
桁
行
五
間
、
梁
間
二
間
、
切

妻
造
で
組
物
は
な
く
、
礎
石
上
に
建
ち
、
柱
に
直
接
桁

・
梁
が
の
り
、
妻
は
叉
首

組
、
内
部
は
合
掌
で
棟
木
を
直
接
支
え
、
恐
ら
く
桧
皮
葺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
別
の
建
物
に
属
す
る
桁

・
棟
木

・
内
法
長
押
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
別
の
建

物
、
桁
行
恐
ら
く
五
間
、
梁
間
二
間
、
同
じ
構
造
の
建
物
に
復
原
さ
れ
、
礎
石
は

残

っ
て
い
な

い
が
、
基
礎
の
土
層
が
前
面
ま
で
延
て
お
り
、
二
棟
が
前
後
に
建

っ

て
讐
堂
と
な

っ
て
い
た
と
復
原
さ
れ
て
い
る
。

後
堂
は
そ
の
後
、
平
安
時
代
後
期
頃
、
柱
上
に
舟
肘
木
を
入
れ
、
妻
は
妻
梁
上

に
束
を
立
て
、
舟
肘
木
で
二
重
梁
を
入
れ
、
梁
両
端
に
母
屋
桁
を
組
み
、
二
重
梁

上
を
叉
首
組
と
し
て
、
内
部
は
母
屋

・
棟
木
別
個
に
大
梁
上
に
束
立
て
に
改
め
、

母
屋

・
棟
木
の
間
に
柱
心
に
方
杖
風
の
叉
首
樟
を
入
れ
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
前
堂

を
撤
去
し
て
入
母
屋
造
、
妻
入
り
の
外
陣
を
設
け
、
外
陣
側
柱
上
の
組
物
は
平
三

斗
、
入
側
柱
上
は
内
側
に
向
け
て
出
三
斗
と
し
、
桁
行
に
三
間
の
大
虹
梁
を
架
け

一13一



て
墓
股
を

の
せ
、
天
井
桁
を
廻
し
て
折
上
組
入
天
井
と
し
、
正
面
妻
飾
は
叉
首
組
、

外
陣
棟
木
を
後
堂
棟
木
に
架
け
、
屋
根
を

T
字
形
と
し
て
軒
を
外
陣
三
方
に
廻
し
、

正
面
に
は
向
拝
を
付
け
、
木
瓦
葺
と
し
、
後
堂
も
同
様
に
木
瓦
葺
に
改
め
て
大
改

造
を
行

っ
た
。
さ
ら
に
弘
安
八
年

(
一
二
八
五
)
に
外
陣
柱
に
継
木
を
し
て
軒
廻

り

・
小
屋
組
を
改
造
し
、
四
方
に
軒
を
廻

し
、
現
堂
の
よ
う
な
寄
棟
造
本
瓦
葺
に

あ
ら
た
め
た
複
雑
な
変
遷
状
況
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。

当
初
前
堂

・
後
堂
と
も
組
物
を
用
い
ず
、
桁
に
梁
を
の
せ
、
妻
は
叉
首
組
、
内

部
は
合
掌
と
し
た
簡
単
な
当
麻
寺
前
身
曼
茶
羅
堂
古
材
転
用
建
物
な
ど
と
同
じ
構

造
で
あ

っ
た
が
、
後
堂
部
分
の
礎
石
に
は
移
動
据
替
え
が
な
く
、
当
初
か
ら
礎
石

建
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
構
造
で
は
掘
立
柱
と
し
た
方
が
構
造
的
に

安
定
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
構
造
で
礎
石
立
ち
と
す
る
こ
と

(
35

)

も
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

奈
良
時
代
の
石
山
寺
本
堂

現
在
の
本
堂
は
永
長
元
年

(
一
〇
九
六
)
の
建
立
で

あ
る
が
、
奈
良
時
代
天
平
宝
字
五

・
六
年

(七
六

一
～
二
)
に
桁
行
五
間
、
梁
間

二
間
の
仏
堂
を
解
体
し
、
周
囲
に
庇
を
め
ぐ
ら
し
て
桁
行
七
間
、
梁
間
四
間
の
仏

堂
に
改
築
さ
れ
た
。
こ
の
改
築
に
は
古
材
も
使
用
し
て
い
る
が
、
福
山
敏
男
氏
は

造
営
文
書
を
復
原
さ
れ
、
仏
堂
の
身
舎

の
茅
負

(棉
椙
)
、
垂
木
に
は
反
り
が
あ

り
、
庇
の
も

の
に
は
反
り
が
な
か
っ
た
か
ら
、
身
舎
と
別
に
庇
の
屋
根
が
あ

っ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
庇
は
裳
階
風
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
福
山
氏
が
復
原

さ
れ
た
天
平
宝
字
六
年
閏
十
二
月
二
十
九

日
の
秋
期
告
朔
に
見
え
る
新
し
く
切
出

し
た
材
の
う
ち
に
佐
須
九
枝
が
あ
り
、
同
記
録
の
田
上
鑑
懸
山
作
材
の
佐
須
九
枝

が
こ
れ
に
当
る
と
思
わ
れ
る
が
、
四
技
と
五
技
で
寸
法
が
違
い
、
四
枚
は
長

一
丈

六
尺
、
広
五
寸
、
厚
四
寸
、
五
枝
は
長

一
丈
、
広
六
寸
、
厚
四
寸
で
あ
る
が
、
入

母
屋
造
と
す
れ
ば
妻
の
叉
首
樟
四
丁
と
叉
首
東
二
丁
、
中
間
合
掌
八
枝
を
要
す
る

の
で
、

一
部
は
従
前
の
仏
堂
の
古
材
を
再
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
身
舎
が
寄
棟
造

で
あ

っ
た
か
、
入
母
屋
造
で
あ

っ
た
か
は
、
古
材
を
ど
の
よ
う
に
転
用
し
た
か
明

ら
か
で
な
い
の
で
明
確
で
は
な
い
が
、
叉
首

・
合
掌
構
造
で
恐
ら
く
入
母
屋
造
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
新
た
に
作
ら
れ
た
角
木
四
枝
は
長
二
丈
四
尺
あ
り
、
身
舎

寄
棟
の
隅
木
と
し
て
は
長
い
の
で
、
庇
の
隅
木
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仏

堂
は
改
築
後
に
礎
石
立
ち
と
な

っ
た
が
、
大
神
神
社
摂
社
大
直
祢
子
神
社
本
殿
の

前
身
建
物
の
よ
う
な
組
物
の
な
い
構
造
で
あ

っ
て
、
こ
れ
も
礎
石
建
ち
と
し
た
簡

(
36

)

単
な
構
造
の

一
例
と
な
ろ
う
。

室
生
寺
金
堂

平
安
時
代
初
期
、
九
世
紀
頃
の
桁
行
五
間
、
梁
間
四
間
、
正
面
孫

庇
付
の
建
築
で
建
築
年
代
は
明
確
で
な
い
。
正
面
の
孫
庇
と
と
も
に
全
体
を
寄
棟

造
の
屋
根
と
す
る
。
孫
庇
が
当
初
か
ら
あ

っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
鎌

倉
時
代
に
は
取
付

い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
身
舎
側
面
を
大
虹
梁
と
し

て
中
間
に
柱
を
立
て
な
い
が
、
大
虹
梁
上
に
両
端
は
叉
首
、
内
部
は
合
掌
を
組
み
、

舟
肘
木
で
棟
木
を
受
け
て
お
り
、
も
と
入
母
屋
造
で
あ

っ
た
。
叉
首
悼

・
合
掌
に

反
り
が
あ
る
の
は
珍
し
い
。
大
虹
梁

一
丁
、
西
妻
の
叉
首
束
と
同
北
側
叉
首
樟
、

内
部
の
肘
木
二
丁
、
東
方
二
間
の
棟
木
に
古
材
が
残
る
。
合
掌
に
反
り
の
付
く
例

(
37

)

は
玉
虫
厨
子

・
法
隆
寺
金
堂
妻
飾
に
古
い
類
例
が
あ
る
。

法
隆
寺
東
院
礼
堂
前
身
建
物

現
在
の
礼
堂
は
寛
喜
三
年

(
一
二
三

一
)
の
再
建

一14一
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と
同
様
に
妻
柱
以
外
中
央
列
に
礎
石
痕
な
く
、

間
九

・
七
五
尺
、
梁
間

一
七

・
六
五
尺
、

堂
に
は
叉
首
台
の
古
材
が
転
用
さ
れ
て
い
た
。
桧
材
が
三
丁
、

で
あ
る
が
、
天
平
宝
字
五
年

(七
六

こ

の

『法
隆
寺
縁
起
資
財
帳
』
に
よ
る
と
、

そ

の
前
身
は
桧
皮
葺
門
二
間
の
う
ち
の

一

棟
、
「長
七
丈
、
広
二
丈

一
尺
」
に
当
り
、

そ

の
後
、
貞
観
元
年

(八
五
九
)
に
道

詮

に
よ
る
改
築
を
受
け
て
い
る
。
昭
和

九

・
一
〇
年
度
解
体
修
理
の
際
の
発
掘
調

査
に
よ
る
と
、
当
時
の
中
門
は
掘
立
柱
で
、

桁
行
七
間
、
梁
間
二
間
、
中
央
柱
通
り

は

妻
柱
以
外
柱

痕
な
く
、
桁
行
各

間

九

・
七

八
尺
、
総
間
六
八

・
四
五
尺

(
天
平
尺
七
〇
尺
)
、
梁
間
二

一
・
三
三

尺

(天
平
尺
二

一
・
五
乃
至
二
二

・
○
)

で
あ

っ
た
。

第
二
期

の
道
詮
改
築
と
考
え
ら
れ
る

建
物

は
、
礎
石
下
根
石
が
発
見
さ
れ
、

礎

石
建
ち
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
桁
行

は

五
間
と
な
り
、
梁
間
二
間
、
第

一
期

後
に
前
面
に
庇
が
付
き
、
桁
行
各

庇
の
出

一
六

・
四
七
尺
で
あ

っ
た
。
礼

同
形
状

の
松
材
二

丁
が
発
見
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
古
材
は
修
理

の
際
に
矧
木
材
に
使
わ
れ
て
現
存
し
な
い
。
報
告
書
に
そ
の
う
ち

一
丁
の
図
と
写

真
、
古
材

一
覧
表
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
丈
○

・
六
五
尺
、
幅
○

・
八
〇
尺

の
平
使

い
の
陸
梁
で
、
両
端
に
合
欠
上
木
の
仕
口
旧
木
口
を
残
し
、
こ
こ
で
桁
と

組
合

い
、
合
欠
間

一
七

・
一
七
五
尺
、
上
端
に
叉
首
束
と
叉
首
悼
の
二
枚
柄
が
あ

り
、
下
端
中
央
に
経
二
寸
の
丸

柄
穴
、
丸

柄
の
両
方
に
え

つ
り
穴
二
と
角

柄
穴

二
が
あ

る
。
丸

柄
穴
は
や

・
細

い
も

の
の
柱
天
の
柄
穴
と
考
え
ら
れ
る
が
、

角

柄
穴
は
え
つ
り
穴
と
並
び
、
え

つ
り
穴
の
方
が
柱
寄
り
に
あ
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
て
両
立
せ
ず
、
本
来
中
央
の
柱
天
に
肘
木
な
く
、
直
接
柱
天
に
桁
が
の
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
報
告
書
に
掲
載
の
え

つ
り
穴
の
あ
る
図
は
妻
梁
ら
し
い
が
、
い

つ
れ
に
も
中
央
上
端
に
叉
首
束
の
仕
口
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
大
梁
上
が
内
部
と
も

叉
首
組
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
え
つ
り
穴
は
古
い
手
法
で
あ
り
、
叉
首
仕
口
も
古

風
の
二
枚
柄
で
あ
る
の
で
、
桧
材
の
も
の
は
貞
観
改
築
時
に
当
初
の
材
を
再
用
し
、

こ
の
時
え
つ
り
穴
を
廃
し
て
肘
木
を
入
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

当
初
は
組
物
な
く
、
柱
の
上
に
直
接
桁
を
の
せ
て
梁
と
組
み
、
叉
首
組
と
し
た

簡
単
な
構
造
で
あ

っ
た
が
、
貞
観
改
築
に
は
舟
肘
木
或
は
大
斗
肘
木
を
入
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
長
い
松
材
の
虹
梁
が
二
丁
あ
り
、
柱
間
は

一
六
尺
ほ
ど
と
考
え
ら
れ
、

二
期
の
門
の
正
面
に
付

い
た
庇
の
虹
梁
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
虹
梁
上
端
中
央

に
二
枚
柄
が
あ
り
、
こ
こ
に
束
を
立
て
肘
木
を
の
せ
て
母
屋
桁
を
支
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
別
に
桁
材
と
、
上
端
が
低
い
山
型
に
作
ら
れ
、
約
二
尺
間
隔
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に
え

つ
り
穴
の
あ
る
垂
木
が
礼
堂
の
支
外
垂
木
や
庇
垂
木
に
多
数
使
用
さ
れ
、
木

負

・
茅
負
古
材
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
桁
は

垂
木
割
が
九
寸
七
～
八
分
で
あ
り
、
九

・
七
八
尺
ほ
ど
の
柱
間
に
相
当
し
、
報
告

書
の
見
取
図
に
よ
る
と
蝶
羽
桁
で
、
妻
梁
と
の
相
欠
上
木
仕
口
が
あ
り
、
肘
木
の

太
柄
穴
と
当
り
型
が
あ

っ
た
。
庇
の
桁
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。

東
院
礼
堂
前
身
建
物

の
第
二
期
中
門
は
貞
観
元
年
改
築
と
考
え
ら
れ
る
。

一

部

の
材
は
前
記
の
よ
う
に
更
に
古
い
当
初

の
材
も
残

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

現
在
で
は
明
ら
か
に
出
来
な

い
。
第
二
期

建
物
は
妻
飾
お
よ
び
内
部
と
も
束
の

立

つ
叉
首
組

で
あ

っ
た
ら
し

い
。
奈
良
時

代
創
立
時
の
中
門
に
お

い
て
も
桧
皮

葺
、
掘
立
柱

で
あ

っ
た
か
ら
、
同
じ
よ
う

に
簡
単
な
構
造
と
思
わ
れ
る
が
、
第

一
期
中
門
は
内
部
の
梁
上
に
束

の
立
た
な

い
合
掌
構
造
で
あ

っ
た
か
と
考
え
ら

れ
る
。
第

一
期

・
二
期
と
も
親
柱
通
り
に
柱
が
立
た
な
い
こ
と
が
特
色
で
あ
ろ

(38
)

・つ
。

法
隆
寺
妻
室

東
室
の
小
子
坊
で
、
奈
良
時
代
に
は
東
室
に
小
子
房
は
な
く
、
平

安
時
代
、
恐
ら
く
保
安
二
年

(
=

二

一
)
の
東
室
改
修
時
頃
の
建
立
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
後
世
に
甚
し
い
改
造
を
受

け
、
大
破
し
て
旧
形
を
全
く
失
い
、
物

置
同
然
の
状
態
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
三
四
～
三
八
年
度
解
体
修
理
に
よ

っ
て
復
原

さ
れ
て
い
る
。
古
材
の
棟
木
下
端
に
叉
首
樟
の
拝
み
の
仕
口
と
筋
違
の
傾
い
た
大

入
れ
仕
口
が
あ
る
。
梁
は
大
部
分
桁
に
転
用
さ
れ
て
い
た
が
、
陸
梁
で
、
上
端
に

叉
首
束
の

一
枚
柄
、
叉
首
樟
の
傾
大
入
仕

口
が
あ
り
、
各
柱
通
り
と
も
棟
通
り
に

(
39

)

柱
が
立
ち
、
叉
首
束
の
立
つ
叉
首
組
に
復

原
さ
れ
て
い
る
。

==_ニー=∠_=二=_�=二evこ二二
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板
葺
建
物
の
合
掌
構
造

奈
良
時
代
の
小
屋
組
構
造
の

一
手
法
に
藤
原
豊
成
板
殿

で
復
原
さ
れ
た
合
掌
構
造
が
あ
る
。
こ
れ
は
紫
香
楽
に
あ

っ
た
五
丈
殿
を
石
山
寺

が
購
入
し
、
解
体
運
搬
し
て
石
山
寺
の
食
堂
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
正
倉
院
文

書
に
よ
る
奈
良
時
代
に
お
け
る
石
山
寺
の
造
営
に
つ
い
て
は
福
山
敏
男
氏
が
詳
し

く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
五
丈
殿
は
関
野
克
氏
に
よ

っ
て
復
原
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
建
物
は
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
、
柱
の
上
に
梁
を
渡
し
、
そ
の
上
に

桁
を
通
し
、
垂
木

(佐
須
)
の
拝
み
に
棟
木
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
の
せ
、
妻
で
は

こ
れ
に
叉
首
束
が
立
ち
、
合
掌
上
に
小
舞
を
の
せ
て
板
葺
と
し
て
い
た
。
同
時
に
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図22石 山寺法備 国師奉入板殿復原断面図

関野克復原より作図

石
山
寺
に
移

建
さ
れ
た
法

備
国
師
奉
入

板
殿
で
は
土

居
桁

(土
台
)

が
あ
り
、
土

台
を
組
ん
だ

上
に
柱
を
立

(40
)

て

て

い
た

。

平

城

京

左

京
九
条
三
坊
条
間
路
と
東
堀
河
の
交
叉
点

の
発
掘
調
査
で
、
橋

の
材
と
と
も
に
発

見
さ
れ
た
桁
の
焼
損
古
材
は
、
藤
原
豊
成
板
殿
と
同
様

の
構
造
で
あ

っ
た
。
こ
の

桁
で
は
柱
通
り
の
み
合
掌
が
桁
の
前
角
に
引
掛
か
る
よ
う
に
、
桁
の
前
角
に
畷
を

残
し
て
上
端
に
斜
の
欠
込
み
を
ほ
る
。
合
掌
下
端
に
は
桁
の
前
角
の
畷
に
引
掛
か

る
よ
う
に
溝
を
ほ
り
、
緩
い
勾
配
の
合
掌

の
上
に
小
舞
を
並
べ
て
板
葺
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

奈
良
時
代
の
記
録
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
板
屋
は
こ
の
よ
う
な

構
造
の
板
葺
と
考
え
ら
れ
、
宮
殿
官
衙
の
小
規
模
の
附
属
的
建
物
や
小
規
模
住
宅

(
41

)

の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
構
造
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
種

の
梁

・
桁

・
合
掌
に
よ
る
構
造
は
平
安
時
代
に
な
る
と
、
疎
垂
木
小
舞

裏
構
造
と
し
て
ひ
き

つ
づ
き
広
く
用

い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め

て
述
べ
た

い
。

茅
葺
の
合
掌
構
造

建
物
の
屋
根
は
瓦
葺

・
板
葺

・
桧
皮
葺
の
ほ
か
に
、

梁

図23桁 ・梁 ・叉首の組手

 

先
端
を
く
く
り
合
わ
せ
、
こ
こ
で
棟
木
を
支
承
す
る
こ
と
に
な
る
。

茅
葺
が

あ
り
、
こ
れ
が
最
も
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

茅
葺
の
屋
根
構
造
は
伝
統
的
民
家
で
は
勾
配

の
強

い
合
掌
構
造
が

一
般
的
で
、

一
部
で
は

(
42

)

棟
束
を
併
用
す
る
。
合
掌
構
造
は
竪
穴
住

居
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
竪
穴
住
居
で
は
垂
木
は
地
面
ま
で
達
し
、

桁

・
梁
に
合
掌

(叉
首
)
を
も
た
れ
か
け
て

垂
木

(合
掌
)

が
地
面
か
ら
離
れ
て
梁
上
に
合
掌
が
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
建
物
の
周
囲
は

(
43
)

壁
で
囲
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
合
掌
は
梁
か
ら
立

つ
こ
と
に
な
る
。

梁
行
方
向

の
前
後
二
本
の
合
掌
と
桁
行
方
向
の
三
本
を
く
く
れ
ば
構
造
的
に
安

定
し
、
左
右

の
二
組
の
上
に
棟
木
を
の
せ
れ
ば
合
掌
構
造
の
骨
組
が
出
来
る
。
民

家
の
合
掌
構
造
の
基
本
も
同
様
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
尾
張
の
古
民
家
で
は
こ
の

(
44
)

合
掌
に
当
る
位
置
の
柱
を
太
く
す
る
手
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

桁
行
が
長
く

な
れ
ば
、
中
間
に
梁
行
方
向
の
前
後
の
合
掌
を
く
く
り
合
わ
せ
て
棟
木
中
間
を
支

え
る
こ
と
に
な
る
。
両
端
の
三
本
の
合
掌
が
叉
首
樟
と
叉
首
束
に
な
る
と
切
妻
造

の
叉
首
組
と
な
り
、
中
間
は
束
の
な
い
合
掌
構
造
と
な
る
の
で
、
茅
葺
小
屋
組
構

造
と
切
妻
造
の
叉
首
組
の
手
法
に
は
深
い
関
連
が
あ
り
、
古
代
の
切
妻
造
の
妻
を

叉
首
組
、
内
部
を
合
掌
と
す
る
構
造
は
本
来
茅
葺
の
合
掌
構
造
に
起
源
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
切
妻
造
の
叉
首
組
の
構
造
は
桁
行
方
向
に
不
安
定
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で
あ
る
の
で
、
伊
勢
神
宮
の
社
殿
の
古
記
録
で
は
向
叉
首
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

も
、
こ
の
不
安
定
に
対
す
る
補
強
と
し
て
必
要
か

つ
効
果
的
な
も
の
で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

社
寺
建
築
等
に
見
ら
れ
る
叉
首
組
や
合
掌
構
造
は
本
来
中
国
で
発
達
し
、
半
島

か
ら
導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
字
形
割
束
も
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う
。
わ
が

国
で
茅
葺
下
地
か
ら
直
接
叉
首
組
が
発
展
し
た
と
は
考
え
難
く
、
法
隆
寺
金
堂

・

玉
虫
厨
子
妻
飾
や
回
廊
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
飛
鳥
寺
金
堂

・
回
廊
に
す

で
に
導
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
半
島
を
通
じ
て
導
入
さ

(
45
)

れ
、
宮
殿
建
築
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。

身
舎

の
大
梁
上
の
小
屋
組
構
造
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
遺
構
を
中
心
と
し
て
各

種

の
工
法
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
主
要
な
方
式
を
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。二

重
虹
梁
募
股

二
重
虹
梁
斗
式

二
重
梁

・
束
立
て

叉
首
組

・
合
掌

板
葺
建
物
の
合
掌
構
造

茅
葺
の
合
掌
構
造

棟
持
柱

棟
束

切
妻
造
で
は
二
重
虹
梁
募
股
式
が
最
も
格
式

の
高

い
構
造
で
あ

っ
た
。
従

っ
て

掘
立
柱
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
例

と
し
て
法
隆
寺
東
院
舎
利
殿
お
よ
び
絵
殿
前
身
建
物
が
あ
る
の
で
、
建
物
の
重
要

度
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

廻
廊
で
は
単
廊
の
場
合
、
法
隆
寺
廻
廊

の
合
掌
構
造
の
ほ
か
に
、
飛
鳥
の
坂
田

寺
で
は
、
虹
梁
中
央
に
墓
股
を
用
い
た
例
が
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

梁
問
が
狭
い
場
合
は
合
掌
よ
り
も
墓
股
の
方
が
適
当
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八
脚
門
で
は
現
存
す
る
二
棟
が
い
ず
れ
も
三
棟
造
で
あ
る
た
め
、

一
般
に
三
棟

造
が
多
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
複
廊
で
も
築
地
廻
廊
を
ふ
く
め
三
棟
造
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
中
世
の
遺
構
で
あ
る
が
春
日
大
社
本
社
廻
廊
が
複
廊
で
、

北
廻
廊
の

一
部
を
除
い
て
虹
梁
に
墓
股
を
の
せ
た
三
棟
造
で
あ
る
。
三
棟
造
の
場

合
、
妻
飾
は
二
重
虹
梁
墓
股
と
し
、
内
部
は
両
側
の
中
間
棟
木
の
上
に
梁
を
架
け
、

束
を
立
て
て
棟
木
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
大
寺
法
華
堂
の
例
を
見
て
も

二
重
虹
梁
上
を
合
掌
組
と
し
た
も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

も

っ
と
も
八
脚
門
あ
る
い
は
五
間
三
戸
門
が
必
ず
し
も
三
棟
造
で
あ

っ
た
と
考

え
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
法
隆
寺
東
院
中
門
創
建
建
物
は
七
間
二
間
で
、
妻
柱
以

外
親
柱
筋
に
柱
が
な
く
、
第
二
期
中
門
も
梁
間
二
間
で
同
様
に
中
間
に
親
柱
が
な

い
。
唐
招
提
寺
講
堂
地
下
の
門
跡
の
遺
跡
も
妻
柱
以
外
親
柱
筋
の
柱
が
な

い
。
こ

れ
ら
は
三
棟
造
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
、
特
に
奈
良
時
代
の
東
院
創
建
中
門
と

講
堂
地
下
遺
構
は
、
妻
飾
叉
首
組
、
内
部
合
掌
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
京
都
御
所
の
承
明
門
は
五
間
二
間
で
親
柱
は
長
く
棟
持
柱
方
式
で
あ
り
、
両

脇
廻
廊
と
と
も
に
三
棟
造
で
は
な
い
。
梁
問
二
間
の
門
の
構
造
手
法
は
二
重
虹
梁
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募
股
で
三
棟
造
で
あ

っ
た
と
限
ら
ず
、
こ
れ
は
宮
や
官

の
大
寺
な
ど
の
重
要
な
門

に
限
ら
れ
、
む
し
ろ

一
般
に
は
叉
首

・
合
掌
組
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

梁
間
が
狭
く
、
虹
梁
上
に
募
股
を
の
せ
る
高
さ
の
ゆ
と
り
の
な

い
場
合
は
、
法

隆
寺
食
堂
お
よ
び
細
殿
前
身
建
物
の
よ
う

に
、
虹
梁
の
上
に
斗
だ
け
を
置

い
た
。

こ
の
場
合
、
内
部
は
合
掌
と
し
、
側
桁

・
棟
木
中
間
の
母
屋
桁
は
な

い
。
妻
飾
を

二
重
虹
梁
墓
股
と
し
、
内
部
は
合
掌
と
し
た
組
合
わ
せ
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
例
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
中
間
に
母
屋
桁
が
入
る
と
す
れ
ば
、
合
掌
中
間

に
三
斗
を
置
い
て
母
屋
桁
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

二
重
虹
梁
墓
股
は
当
麻
寺
前
身
曼
薬
羅
堂

の
よ
う
に
寄
棟
造
に
も
用

い
ら
れ
た
。

も

つ
と
も
こ
の
場
合
身
舎
側
面
中
央
柱
上
か
ら
、
両
脇
大
虹
梁
に
向
け
て
半
裁
の

大
虹
梁
が
入
り
、
母
屋
桁
が
四
方
に
廻
り
、
そ
の
隅
は
持
放
し
と
な

っ
て
い
る
。

入
母
屋
造
で
も
唐
招
提
寺
講
堂
の
よ
う
に
切
妻
造
の
建
物
を
移
築
改
造
し
た
場

合
、
内
部
は
二
重
虹
梁
募
股
を
そ
の
ま
残

し
、
側
面
に
も
繋
虹
梁
を
入
れ
、
母
屋

桁
を
四
方
に
廻
し
た
が
、
妻
飾
は
叉
首
組

に
変
更
し
て
い
る
。

絵
巻
物
に
見
え
る
平
安
宮

の
門
は
三
重

乃
至
四
重
虹
梁
募
股
風
に
描
か
れ
て
い

る
。
特
に
破
風
の
下
端
に
多
数
の
桁
隙
を
並
べ
て
描
い
て
い
る
の
も
、
母
屋
桁

の

数
が
多
く
、
平
三
斗
で
は
な
く
、
手
先
に
も
桁
を
通
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う

に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
大
寺
転
害
門

の
よ
う
な
梁
間
の
最
大
級
の
八
脚
門
で

あ

っ
て
も
、
妻
飾
は
二
重
虹
梁
募
股
で
納
め
て
い
る
の
で
、
梁
間
二
間
で
絵
巻
物

の
よ
う
な
三
重
あ
る
い
は
四
重
虹
梁
募
股

の
工
法
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か

検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
『年
中
行
事
絵
巻
』
ば
か
り
で
な
く

『平
治
物
語
絵
巻
』
、

-欝

ロ

ゆ
熱
饗

臨
纏
醗響

目

.

福轟

灘

陥
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ε
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胡
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い
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,鯉
母
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ぎ

騨

"

灘 鶏ll
図24『 年 中行事絵 巻』に見 える平安京侍賢1

 

『信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
、

に
も
同
様
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

三
重
虹
梁
も

一
が
い
に
は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

身
舎
に
天
井
が
張
ら
れ
、
上
部
が
野
構
造
に
な
る
場
合
お
よ
び
校
倉
な
ど
の
寄

棟
造
の
蔵
の
多
く
は
二
重
梁
束
立
て
構
造
が
用

い
ら
れ
た
。
梁
間
の
広
い
正
倉
院

宝
庫
で
は
三
重
梁
が
用
い
ら
れ
た
。
も

っ
と
も
妻
飾
を
二
重
梁
と
し
て
そ
の
上
に

叉
首
組
を
組
む
手
法
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

最
も
広
く
用
い
ら
れ
た
の
は
叉
首

・
合
掌
構
造
で
、
こ
の
場
合
妻
飾
に
は
叉
首

束
を
立
て
、
内
部
は
合
掌
と
し
て
束
を
用

い
な

い
の
が
古
い
本
来
の
手
法
と
考
え

ら
れ
る
。
妻
は
束
を
加
え
て
三
本
で
組
み
、
中
間
は
合
掌
の
み
と
す
る
手
法
に
、
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古

い
茅
葺
構
造
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
記
し

た
。叉

首

・
合
掌
構
造
は
切
妻
造

・
入
母
屋
造
に
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
寄
棟
造

の

例
と
し
て
も
唐
招
提
寺
経
蔵
、
東
大
寺
法
華
堂
経
庫

(中
世
二
重
梁
束
立
て
に
改

造
)、
唐
招
提
寺
経
蔵
転
用
寄
棟
造
建
物
が
あ
り
、
寄
棟
造
に
も
用

い
ら
れ
た
。

二
重
梁
を
墓
股

・
束
で
受
け
、
そ
の
上
を
合
掌
と
す
る
例
も
東
大
寺
法
華
堂
内

部
天
井
上
、
元
興
寺
復
原
僧
房
妻
飾
に
あ

る
が
、
こ
の
手
法
は
そ
れ
ほ
ど
普
及
し

な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
複
廊
の
廻
廊
な
ど
で
は
虹
梁
上
を
墓
股
の
か
わ
り
に
そ

れ
ぞ
れ
を
合
掌
と
し
た
例
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
般
の
建
物
に
多
く
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
手
法
に
板
葺
建
物
に
用
い
ら

れ
た
合
掌
構
造
が
あ
る
。
桁
前
角
に
合
掌

下
端
を
引
掛
け
、
合
掌
拝
み
で
棟
木
を

支
承
す
る
も
の
で
、
合
掌
上
に
小
舞
を
渡
し
て
屋
根
板
を
受
け
た
。
当
時

一
般
の

住
宅
や
付
属
的
建
物
な
ど
に
広
く
用

い
ら
れ
た
手
法
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
地
上
か
ら
立
つ
棟
持
柱
で
直
接
棟
木
を
支
え
た
例
も
原
史
時
代
以
来

に
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た
が
、
奈
良
時
代
と
な
る
と
棟
持
柱
は

一
般
的
な
手
法
で

は
な
く
な

っ
た
。
棟
持
柱
で
棟
木
両
端
を
支
え
れ
ば
、
構
造
的
な
妻
飾
や
中
間
を

支
え
る
構
造
の
必
要
が
な
い
の
で
、
全
体
を
升
の
よ
う
に
使
う
倉
の
場
合
な
ど
妻

は
単
に
閉
塞
す
れ
ば
よ
い
か
ら
、
小
さ
な
倉
に
は
特
に
適
当
な
手
法
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
伊
勢
神
宮
で
は
棟
持
柱
と
別

に
妻
飾
を
叉
首
組
と
し
て
、
内
部
で
も

柱
通
り
ご
と
に
棟
木
を
支
承
し
て
お
り
、
棟
持
柱
は
構
造
的
に
は
必
ず
し
も
必
要

と
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
棟
持
柱
は
特
に
長
く
出
た
嬢
羽
を
支
え
る
こ

と
が
目
的
で
、
本
来
の
屋
根
は
土
器
刻
画
や
家
型
埴
輪
の
よ
う
に
転
び
の
強
い
も

の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

棟
木
を
大
梁
上
に
立
つ
棟
束
だ
け
で
支
え
る
例
は
法
隆
寺
東
室
の
房
境
に
復
原

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
手
法
も
奈
良
時
代
か
ら
あ

っ
た
が
、
こ
の
場
合
陸
梁
下

の
中
央
に
柱
が
立
ち
、
棟

の
荷
重
は
棟
束
を
通
し
て
直
接
柱
に
伝
え
ら
れ
る
か
ら
、

叉
首
組
に
お
け
る
叉
首
束
の
場
合
も
基
本
的
に
は
下
に
柱
が
立

つ
場
合
に
用
い
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
に
な
る
と
叉
首
束
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

中
世

・
近
世
の
春
日
大
社
の
着
到
殿

・
車
舎

・
直
会
殿
な
ど
で
は
下
に
柱
が
な
く

て
も
束
を
立
て
て
叉
首
組
と
す
る
。
法
隆
寺
東
院
礼
堂
前
身
の
第
二
期
中
門
、
同

舎
利
殿
お
よ
び
絵
殿
前
身
建
物
で
も
妻
飾
以
外
に
束
の
立

つ
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
よ

う
で
、
こ
れ
が
や
が
て

一
般
的
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
四
脚
門
や
棟
門
で
は
妻
虹

梁
ま
た
は
男
梁
の
上
に
板
募
股
を

の
せ
て
棟
木
を
支
え
た
が
、
棟
持
柱
で
あ
れ
ば

直
接
棟
木
が
支
え
ら
れ
た
。

茅
葺
で
あ

っ
た
古
い
建
物
は
現
存
せ
ず
、
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
こ
の
時
代
の

茅
葺
の
梁
な
ど
の
古
材
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
現
在
の
茅
葺
の
伝
統
的
農
家
の
小

屋
組
と
大
差
な
い
合
掌
構
造
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
で
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
て
屋
根
上
部
の
内
部
構
造
の
各
種
の
手
法
に
つ

い
て
述
べ
た
。
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
組
合
わ
せ
が
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
最

も

一
般
的
な
手
法
は
板
葺
の
合
掌
構
造
を
含
め
て
、
叉
首

・
合
掌
構
造
で
、
妻
飾

は
束
を
立
て
て
叉
首
組
、
内
部
は
合
掌
組
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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注
(1
)

岡
田
英
男

「法
隆
寺
経
蔵
」
『奈
良
県
文
化
財
全
集
』
法
隆
寺
皿

奈
良
県
教
育
委

員
会

昭
和
四
十
五
年

沢
村
仁

「経
蔵
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

一
巻

法
隆
寺

一

岩
波
書
店

昭
和

四
七
年

な
お
、
鐘
楼
も
楼
造
、
二
重
虹
梁
募
股
で
、
『資
財
帳
』
に
も

コ

ロ
鐘
楼
長
三

丈

一
尺
広

一
丈
八
尺
」
と
経
蔵
と
同
様
に
見
え
る
が
、
延
長
三
年

(九
二
五
)
講

堂
と
と
も
に
類
焼
し
、
『法
隆
寺
政
所

井
法
頭
略
記
』
の
観
峯
大
徳
、
寛
弘
二
年

(
一
〇
〇
四
)
か
ら

一
六
年
の
間
の
再
建
で
あ
る
。

(2
)
『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第
八
冊

国
宝
建
造
物
法
隆
寺
東
院
舎
利
殿
及

絵
殿
並
伝
法
堂
修
理
工
事
報
告

法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部

昭
和

一
八
年

浅
野

清

『法
隆
寺
建
築
綜
観
』
便
利
堂

昭
和
二
八
年

同

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
三
編
法
隆
寺
東
院
伝
法
堂
な
ら
び
に
そ
の
前

身
建
物
の
復
原

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
四
四
年

同

『昭
和
修
理
を
通
し
て
見
た
法
隆
寺
建
築
の
研
究
』

後
篇
第
八
章
伝
法
堂

と
そ
の
前
身
建
物

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
五
八
年

(3
)

注

(2
)
に
同
じ

(4
)
『重
要
文
化
財
海
龍
王
寺
西
金
堂
経
蔵
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
四
二
年

岡
田
英
男

「西
金
堂
」
『大
和
古
寺
大
観
』
第
五
巻

秋
篠
寺
法
華
寺
海
龍
大
寺

岩
波
書
店

昭
和
五
三
年

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(9
)

『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第
八
冊

国
宝
建
造
物
法
隆
寺
東
院
舎
利
殿
及

絵
殿
並
伝
法
堂
修
理
工
事
報
告

法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部

昭
和

一
八
年

浅
野

清

「法
隆
寺
東
院
七
丈
屋
の
復
原
」
『建
築
史
研
究
』
2

昭
和
二
五
年

『国
宝
唐
招
提
寺
講
堂
他
二
棟
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
四

七
年

唐
招
提
寺
講
堂
は
朝
集
殿
当
時
切
妻
造
で
あ
っ
た
が
、
移
建
の
際
、
妻
大
虹
梁
を

妻
飾
の
叉
首
台
に
転
用
し
、
入
側
通
り
丸
桁
に
三
個
の
斗
を
置
い
て
受
け
、
こ
れ

に
叉
首
束
、
叉
首
樟
の
二
枚
柄
と
指
桁
受
け
肘
木
止
め
太
柄
が
残
っ
て
い
た
。
鎌

倉
時
代
建
治
修
理
で
は
叉
首
台
を
束
受
け
に
改
め
、
叉
首
組
を
片
蓋
に
変
更
し
て

い
た
。

『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第

一
冊

国
宝
建
造
物
法
隆
寺
東
大
門
修
理
工

事
報
告

法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部

昭
和

一
〇
年

太
田
博
太
郎

「東
大
門
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
一
巻

法
隆
寺
一

岩
波
書
店

昭
和
四
七
年

伊
藤
延
男

「転
害
門
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
九
巻

東
大
寺

一

岩
波
書
店

昭
和
四
五
年

『国
宝
当
麻
寺
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
五
年

日
名
子
元
雄

「当
麻
寺
曼
茶
羅
堂
に
つ
い
て
」
『大
和
文
化
研
究
』
五
巻

一
号

昭

和
三
五
年

岡
田
英
男

「当
麻
寺
本
堂
修
理
工
事
の
成
果
」
『仏
教
芸
術
』
四
五

昭
和
三
六
年

同

「古
代
に
お
け
る
建
造
物
移
築
再
用
の
様
相
」
『文
化
財
論
叢
』
奈
良
国
立
文
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(
14
)

(
15
)

化
財
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集

同
朋
社

昭
和
五
十
八
年

同

『古
代
建
造
物
の
構
造
復
原
に
関
す
る
研
究
』
私
家
版

昭
和
六

一
年

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
九

一
』

飛
鳥
地
域
の
発
掘
調
査

坂
田
寺

第
六
次
の
調
査

『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第
二
冊

国
宝
建
造
物
食
堂
及
細
殿
修
理
工
事

報
止早

法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部

昭
和

一
一
年

太
田
博
太
郎

「食
堂

・
細
殿
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』

第

一
巻

法
隆
寺

一

岩

波
書
店

昭
和
四
七
年

注

(11
)
に
同
じ
。

『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第

一
四
冊

国
宝
法
隆
寺
金
堂
修
理
工
事
報
告

法
隆
寺
国
宝
保
存
委
員
会

昭
和
三

一
年

竹
島
卓

一
『建
築
技
法
か
ら
見
た
法
隆
寺
金
堂
の
諸
問
題
」
昭
和
五
十
年

中
央

公
論
美
術
出
版

昭
和
五
十
年

沢
村
仁

「中
門
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

一
巻

法
隆
寺

一

岩
波
書
店

昭
和

四
七
年

岡
田
英
男

「法
隆
寺
中
門
」
『以
可
留
我
』

1

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
纂
所

昭

和
五
八
年

浅
野
清

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
二
編

奈
良
時
代
建
築
の
復
原
的
研
究

第

二
章

唐
招
提
寺
金
堂

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
四
四
年

鈴
木
嘉
吉

「金
堂
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
十
二
巻

唐
招
提
寺

一

岩
波
書
店

昭
和
四
四
年

(
16
)

(
17
)

20 19 18

 

(
21

)

『奈
良
時
代
僧
坊
の
研
究
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
四
冊

奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所

昭
和
三
二
年

『元
興
寺
極
楽
坊
本
堂
禅
室
及
び
東
門
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
二
年

鈴
木
嘉
吉

「本
堂
、
禅
室
」
『大
和
古
寺
大
観
』
第
三
巻

元
興
寺
極
楽
坊
元
興
寺

大
安
寺
般
若
寺
十
輪
院

岩
波
書
店

昭
和
五
二
年

『国
宝
東
大
寺
本
坊
経
庫
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
五
八
年

鈴
木
嘉
吉

「本
坊
経
庫
、
法
華
堂
経
庫
、
勧
進
所
経
庫
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

九
巻

東
大
寺

一

岩
波
書
店

昭
和
四
五
年

『手
向
山
神
社
宝
庫
境
内
社
住
吉
神
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
三
二
年

奈

良
県
教
育
委
員
会

『重
要
文
化
財
東
大
寺
勧
進
所
経
庫
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭

和
五
六
年

浅
野
清

「唐
招
提
寺
経
蔵
の
諸
問
題
」
『考
古
学
雑
誌
』
四
八
巻

一
号

昭
和
二
七

年

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
四
四
年

『唐
招
提
寺
宝
蔵
及
び
経
蔵
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
七
年

鈴
木
嘉
吉

「宝
蔵
、
経
蔵
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
十
二
巻

唐
招
提
寺

一

岩

波
書
店

昭
和
四
四
年

『重
要
文
化
財
法
隆
寺
綱
封
蔵
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
四

一
年

鈴
木
嘉
吉

「綱
封
蔵
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

一
巻

法
隆
寺

一

岩
波
書
店

一22一



(
22
)

(
23
)

(
24
)

(
25
)

昭
和
四
七
年

浅
野
清

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
二
編

奈
良
時
代
建
築
の
復
原
的
研
究

第
八
章

正
倉
院
校
倉
の
屋
根
内
部
構
造
の
原
形

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和

四
四
年

絵
巻
物
に
描
か
れ
た
平
安
宮
の
門
の
桁
隠
が
片
方
に
四
個
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
柱
上
の
組
物
が
平
三
斗
で
は
な
く
出
組
で
、
各
々
の
桁

の
先
に
桁
隠
を
付
け
て
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

福
山
敏
男

『神
宮
建
築
に
関
す
る
史
的
調
査
』
造
神
宮
司
庁

昭
和
一
五
年

『伊
勢
神
宮
の
建
築
と
歴
史
』
日
本
資
料
刊
行
会

昭
和
五
一
年

同

「別
宮
正
殿
庭
造
日
記
と
そ
の
解
題
」
『神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著
作

集
第
四

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
五
九
年

丸
山

茂

「伊
勢
神
宮
再
考

主
に
外
宮
正
殿
と
延
暦
儀
式
帳
に
つ
い
て
」
『普
請

研
究
』
第
二
十
二
号

昭
和
六
三
年

同

「中
世
伊
勢
神
宮
社
殿
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
間
題
」
『跡
見
学
園
短
期
大

学
紀
要
』
第
二
六
集

平
成
元
年

同

「中
世
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
内
宮
正
殿
の
構
造
に
つ
い
て
」
『跡
見
学
園
短
期

大
学
紀
要
』
第
二
八
集

平
成
四
年

沢
村
仁

「回
廊
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

一
巻

法
隆
寺

一

岩
波
書
店

昭
和

四
七
年

西
条
孝
之

「法
隆
寺
西
院
回
廊
」
『奈
良
県
文
化
財
全
集
』

=
二

法
隆
寺
刈

奈

良
県
教
育
委
員
会

昭
和
五
一
年

(
26
)

(
27
)

(
28
)

昭
和
五
一
年

『国
宝
法
隆
寺
西
院
廻
廊
他
五
棟
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育

委
員
会

昭
和
五
八
年

岡
田
英
男

「法
隆
寺
回
廊
」
『以
可
留
我
』
4

法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
纂
所

昭

和
六
〇
年

細
見
啓
三

「山
田
寺
廻
廊
」
『建
築
史
学
』
第

一
号

昭
和
五
八
年

『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
八
三
』
「
山
田
寺
東
廻
廊
の
調
査
」

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
八
四
』
「山
田
寺
東
廻
廊
の
調
査
」

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
八
五
』
「飛
鳥
地
域
の
調
査
、
山
田
寺
東
廻

廊

・
寺
域
東
北
部

(第
六
次
)
の
調
査
」

浅
野
清

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
二
編

奈
良
時
代
建
築
の
復
原
的
研
究

第

一
章

東
大
寺
法
華
堂

中
央
公
論
美
術
出
版

昭
和
四
四
年

鈴
木
嘉
吉

「三
月
堂
棟
木
銘
」
『大
和
文
化
研
究
』
五
巻
一
〇
号

昭
和
三
五
年

伊
藤
延
男

「法
華
堂
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
九

東
大
寺

一

岩
波
書
店

昭

和
四
五
年

『国
宝
東
大
寺
法
華
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
四
七
年

上
原
真
人

「恭
仁
京
文
字
瓦
の
年
代
」
『文
化
財
論
叢
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

創
立
30
周
年
記
念
論
文
集

同
朋
舎

昭
和
五
八
年

『重
要
文
化
財
法
隆
寺
東
室
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
六
年

鈴
木
嘉
吉

「東
室
」
『奈
良
六
大
寺
大
観
』
第

一
巻

法
隆
寺

一

岩
波
書
店

昭

和
四
七
年

東
室
の
現
在
の
北
妻
叉
首
組
は
慶
長
修
理
の
改
修
で
あ
る
が
、
叉
首
台
は
永
和
修

一23一



(
29
)

(
30
)

(31
)

(32
)

34 33

 

(35
)

理
の
材
で
、
叉
首
樟
の
傾
ぎ
大
入
柄
仕
口
が
あ
り
、
叉
首
樟
は
二
丁
に
切
ら
れ
て

い
た
が
、
も
と
叉
首
樟
の
拝
み
に
直
接
舟
肘
木
が
の
っ
て
斗
は
な
か
っ
た
。
斗
を

用
い
な
い
の
は
当
寺
西
室
に
類
例
が
あ
る
が
、
珍
し
い
手
法
で
あ
る
。

岡
田
英
男

「本
堂
」
『大
和
古
寺
大
観
』
第
四
巻

新
薬
師
寺
白
毫
寺
円
成
寺

岩

波
書
店

昭
和
五
二
年

岡
田
英
男

・
宮
本
長
二
郎

「新
薬
師
寺
綜
合
調
査
3
本
堂
付
地
蔵
堂
」
『奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
七
六
』

『国
宝
当
麻
寺
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
五
年

岡
田
英
男

「古
代
に
お
け
る
建
造
物
移
築
再
用
の
様
相
」
『文
化
財
論
叢
』
奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
創
立
30
周
年
記
念
論
文
集

同
朋
社

昭
和
五
八
年

同

『古
代
建
造
物
の
構
造
技
法
の
復
原
に
関
す
る
研
究
』
私
家
版

昭
和
六

一
年

『重
要
文
化
財
東
大
寺
法
華
堂
経
庫
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭

和
三
九
年

浅
野
清

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
二
編

奈
良
時
代
建
築
の
復
原
的
研
究

第
五
章

唐
招
提
寺
経
蔵

昭
和
四
四
年

『唐
招
提
寺
宝
蔵
及
経
蔵
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
七
年

注

(32
)
に
同
じ
。

浅
野
清

『奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
第
二
編

奈
良
時
代
建
築
の
復
原
的
研
究

第
五
章

唐
招
提
寺
経
蔵

七

寄
棟
建
物
の
復
原

中
央
公
論
美
術
出
版

昭

和
四
四
年

国
樹
彰

「大
直
祢
子
神
社
社
殿
修
理
工
事
の
中
間
報
告
」
『大
美
和
』
第
七
十
四
号

(
36
)

38 3740 39

 

(
41
)

(
42
)

昭
和
六
十
三
年

『重
要
文
化
財
大
神
神
社
摂
社
大
直
祢
子
神
社
社
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教

育
委
員
会

平
成
元
年

福
山
敏
男

「奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
本
堂
の
造
営
」
『宝
雲
』
五
・
七

・
十

・

十
二
冊

昭
和
八
～

一
〇
年

『日
本
建
築
史
の
研
究
』
桑
名
文
星
堂

昭
和

一

八
年
、
綜
芸
舎

昭
和
五
五
年

田
中
稔

「唐
招
提
寺
所
蔵

コ

字
結
縁
法
華
経
」
「伝
法
灌
頂
作
法
」
に
つ
い
て
」

『奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

一
九
六
三
』

鈴
木
嘉
吉

「金
堂
」
『大
和
古
寺
大
観
』
第

一
巻

室
生
寺

岩
波
書
店

昭
和
五

一
年

『国
宝
室
生
寺
金
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

平
成
三
年

『法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
』
第
三
冊

国
宝
建
造
物
東
院
礼
堂
及
東
院
鐘
楼

修
理
工
事
報
告

第
四
章

調
査
事
項

第
六
節

礼
堂
に
関
す
る
史
的
調
査

法
隆
寺
国
宝
保
存
事
業
部

昭
和

一
二
年

『重
要
文
化
財
法
隆
寺
妻
室
修
理
工
事
報
告
書
』
奈
良
県
教
育
委
員
会

昭
和
三
八
年

関
野
克

「在
信
楽
藤
原
豊
成
板
殿
復
原
考
」
『建
築
学
会
論
文
集
』
三

昭
和

=

年

同

「在
信
楽
藤
原
豊
成
板
殿
考
」
『宝
雲
』
二
十
号

昭
和
十
二
年

『平
城
京
東
堀
河

右
京
九
条
三
坊
の
発
掘
調
査
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

昭

和
五
八
年

二
本
松
孝
蔵

「茅
葺
の
研
究
」
『東
洋
建
築
』

一
巻
九
号

昭
和

一
二
年

そ
の
他
茅
葺
民
家
の
修
理
工
事
報
告
書
の
中
に
茅
葺
の
仕
様
を
詳
し
く
記
す
も
の
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(
43
)

45 44

が
少
な
く
な

い
。

石
原
憲
治

「竪
穴
住
居

に
就

て

特
に
登
呂

の
復
元
を

中
心

に
論
ず
」

『建
築
雑
誌
』

第
七
七
五
号

昭
和
二
六
年

村

田
治
郎

「
原
始
住
居
構
造

の

一
つ
の
型
」

同
右

太

田
博
太
郎

「
古
代
住
居

の
系
統
に

つ
い
て
」

同
右

同

「
原
始

住
居

の
復
元

に
つ
い
て
」

『考
古
学
雑
誌
』

四
五
巻
二
号

昭
和
三
四

年同

「
日
本
住

宅
史
」
『
日
本
住
宅
史

の
研
究
』

日
本
建
築
史

論
集

H

岩
波
書
店

昭
和
五
九
年

城
戸
久

「
尾
張
に
於
け
る
古
農
民
建
築
」

『建
築
雑
誌
』
六
六

四
号

昭
和

=
二
年

合

掌
構
造
、
妻

叉
首
組

の
構

造
は
原
始
住

居

の
合
掌
構
造

か
ら
発
展

し
得

る
も

の

と
考
え
た

が
、
寺
院
建
築

に
お
け

る
切
妻
造
妻
飾

の
叉
首
組

、
内
部
合
掌
構

造
は

寺
院
建
築
技
法

と
と
も

に
朝
鮮
半
島

を
通
じ

て
伝

来
し
、
宮

殿
建
築
な
ど

に
も
広

く
用

い
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
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